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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体液（１１２）中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定する方法であって、該方法が
、以下：
　ａ）体液（１１２）のサンプルを試験担体（１１６）へ適用すること、
　ｂ）少なくとも１つの光源（１２７）を使用して、前記試験担体（１１６）を照明する
こと、
　ｃ）少なくとも１つの検出器（１３２）を使用して、前記試験担体（１１６）によって
送信された光を受光すること、
　ｄ）前記検出器（１３２）によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルを評価
することで、前記分析物の前記濃度を決定すること、を含み、
　ここで、前記少なくとも１つの光源（１２７）が、少なくとも２つの異なる変調周波数
を使用することによって変調され、ここで、少なくとも２つの復調された検出器シグナル
を生成するために、前記検出器シグナルが、前記少なくとも２つの変調周波数で復調され
、各復調された検出器シグナルは、前記変調周波数の１つに対応するものであり、
　ここで、前記方法は、前記少なくとも２つの復調された検出器シグナルの比較に基づい
た障害検出を含み、
　ここで、前記工程ｂ）及び／又はｃ）が反復的に実施され、
　ここで、前記少なくとも１つの光源（１２７）が、少なくとも２つの変調周波数で変調
される少なくとも１つの第１の光源（１２８）と、前記第１の光源が変調される前記少な
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くとも２つの変調周波数とは異なる少なくとも２つの変調周波数によって変調される少な
くとも１つの第２の光源（１３０）とを含む、方法。
【請求項２】
　前記障害検出が、持続的に又は反復的に実行されるオンライン障害検出である、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの光源（１２７）が、少なくとも３つの変調周波数を用いて変調さ
れる、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記障害検出が、障害のある復調された検出器シグナルを検出することを含む、請求項
１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記障害検出が、さらに、障害のある復調された検出器シグナルを拒絶すること、及び
、前記体液（１１２）中の前記少なくとも１つの分析物の前記濃度を決定するために障害
のない復調された検出器シグナルのみを使用すること、を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも１つの障害のある復調された検出器シグナルが、前記分析物の前記濃度を決
定するために使用され、ここで、障害の程度が考慮される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも２つの復調された検出器シグナルが、前記第１の光源（１２８）が変調され
ることにより、前記変調周波数に対して生成されるものであり、ここで、少なくとも２つ
の復調された検出器シグナルが、前記第２の光源（１３０）が変調されることにより、前
記変調周波数に対して生成される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記障害検出が、前記第１の光源が変調されることにより前記変調周波数に対する前記
復調された検出器シグナルと、前記第２の光源（１３０）が変調されることにより前記変
調周波数に対する前記復調された検出器シグナルとの両方に対して実行される、請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　前記障害検出が、前記試験担体（１１６）に前記体液（１１２）の前記サンプルを適用
する前に、少なくとも一回実行される、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法が、さらに、前記試験担体（１１６）に前記体液（１１２）の前記サンプルを
適用する前に、前記検出器（１３２）で生成される前記少なくとも１つの検出器シグナル
を評価することによって、少なくとも１つのドライエンプティ－値を決定することを含む
、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記方法が、さらに、少なくとも１つの位置検証工程を含み、ここで、前記位置検証工
程が、以下の方法工程：
　ｉ）　分析装置（１１４）へ前記試験担体（１１６）を挿入すること、
　ii）　少なくとも１つの光源（１２７）によって、前記試験担体（１１６）を照明する
こと、
　iii）　前記少なくとも１つの検出器（１３２）を使用して、前記試験担体（１１６）
によって送信された光を受光すること、
　iv）　前記検出器（１３２）によって生成された少なくとも１つの検出器シグナル（１
３３）を評価することによって、前記分析装置（１１４）内の前記試験担体（１１６）の
少なくとも１つの位置を決定し、ここで、前記位置が、前記試験担体（１１６）の位置又
は方向の少なくとも１つを含むこと、
を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記方法が、さらに、少なくとも１つの周囲光の障害検出工程を含み、ここで、前記周
囲光の障害検出工程が、以下の方法工程：
　Ｉ．　前記少なくとも１つの検出器（１３２）を使用することによって、周囲光を受光
すること、
　II．　前記検出器（１３２）によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルを評
価すること、
　III．　前記検出器（１３２）によって生成された前記少なくとも１つの検出器シグナ
ルと、前記変調周波数とを比較することによって、周囲光の障害検出を実行すること、
を含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　復調することが、独立して、前記検出器シグナルと前記変調周波数とを乗算すること、
及び、ローパスフィルタ（１３８）を使用して前記乗算することにより得られる結果をフ
ィルタリングすること、を含む、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記検出器シグナルと前記変調周波数とを乗算する前に、前記復調することが、少なく
とも１つのバンドパスフィルタ（１４２）を使用して、前記検出器シグナルをフィルタリ
ングすること、を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記方法が、さらに、少なくとも１つの以下の方法工程：
　－前記試験担体（１１６）を分析装置（１１４）へ挿入すること、
　－前記障害検出を開始すること、
　－ドライエンプティ－値を取得すること、
を含む、請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　体液（１１２）中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定するための分析装置（１１４
）であり、前記分析装置（１１４）が、少なくとも１つの試験担体（１１６）を受けるた
めの少なくとも１つの容器（１２２）含み、ここで、前記体液（１１２）の少なくとも１
つのサンプルが、前記試験担体（１１６）に適用可能であり、前記分析装置（１１４）が
、さらに、前記試験担体（１１６）を照射することに適合した少なくとも１つの光源（１
２７）を含み、前記分析装置（１１４）が、さらに、前記試験担体（１１６）によって送
信された光を受光することに適合した少なくとも１つの検出器（１３２）を含み、前記分
析装置（１１４）が、さらに、前記検出器（１３２）によって生成された少なくとも１つ
の検出器シグナルを評価することによって、前記分析物の前記濃度を決定することに適合
した少なくとも１つの評価ユニット（１４８）を含み、
　前記分析装置（１１４）が、さらに、少なくとも２つの異なる変調周波数を使用するこ
とによって前記光源（１２７）を変調することに適合した少なくとも１つの変調装置（１
２４）を含み、前記分析装置（１１４）が、さらに、少なくとも２つの復調された検出器
シグナルを生成するために、少なくとも２つの変調周波数で前記検出器シグナルを復調す
ることに適合した少なくとも１つの復調装置（１３４）を含み、各復調された検出器シグ
ナルは、前記変調周波数の１つに対応し、
　前記分析装置（１１４）が、さらに、前記少なくとも２つの復調された検出器シグナル
の比較に基づいた障害検出を実行することに適合した少なくとも１つの障害検出装置を含
み、ここで、前記分析装置が、反復的に、前記試験担体（１１６）を照射し、前記試験担
体（１１６）によって送信された光を受光することに適合し、
　ここで、前記少なくとも１つの光源（１２７）が、少なくとも２つの変調周波数で変調
される少なくとも１つの第１の光源（１２８）と、前記第１の光源が変調される前記少な
くとも２つの変調周波数とは異なる少なくとも２つの変調周波数によって変調される少な
くとも１つの第２の光源（１３０）とを含む、分析装置。
【請求項１７】
　体液（１１２）中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定する分析システム（１１０）
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であり、前記分析システム（１１０）が、請求項１６に記載の前記分析装置（１１４）を
含み、前記分析システム（１１０）が、さらに、少なくとも１つの試験担体（１１６）を
含む、分析システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、体液中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定するための方法、分析装置及
び分析システムを開示している。本発明の方法、システム及び使用は、具体的には、全血
のような１以上の体液中のグルコースの濃度を決定するために使用されてもよい。追加的
又は代替的に、しかしながら、１以上の他のタイプの分析物及び／又は１以上の他のタイ
プの体液が使用されてもよい。本発明は、ホームモニタリング及び病院用途の両方におい
て、糖尿病治療の分野で適用されてもよい。追加的又は代替的に、他の用途が可能である
。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　当該技術分野において、体液中の１以上の分析物の濃度を決定するための多くの装置方
法が知られている。本発明の範囲を制限することなく、以下において、例示的及び好まし
い分析物としてのグルコースの定量に対し、主に参照される。
【０００３】
　体液中の１以上の分析物の濃度の決定は、具体的に、光度測定を用いて実施され得る。
体液のサンプルは、試験担体上で適用されてもよく、それは、光度測定を実施するために
光が照射される。典型的には、試験担体による弾性又は非弾性の反射、散乱若しく送信さ
れた光の量を定量するために、反射測定が実施される。試験担体は、典型的に、少なくと
も１つの試験化学物質、すなわち、試験担体の検出可能な変化、特に、色変化等の光学変
化をもたらす検出可能な反応の実施に適合した１以上の化学化合物又は化学混合物の使用
に基づいている。試験化学物質は、多くの場合、試験物質、試験化学、試験試薬又は検出
物質とも呼ばれる。本発明内でも使用され得る、このような試験化学物質を含む、可能性
のある試験化学物質及び試験要素の詳細は、Ｊ．Ｈｏｎｅｓらの「Ｔｈｅ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙ　Ｂｅｈｉｎｄ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｍｅｔｅｒｓ：Ｔｅｓｔ　Ｓｔｒｉｐｓ」（
Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　＆　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，Ｖｏｌ．１
０，ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ　１，２００８，Ｓ－１０～Ｓ－２６）が参照となり得る。他
のタイプの試験要素及び／又は試験物質が使用かのうであり、本発明の範囲内で使用され
得る。
【０００４】
　１以上の試験化学物質を用いることによって検出反応が開始されてもよく、その過程は
、測定される分析物の濃度に依存する。典型的には、本発明の場合のように、試験化学物
質は、分析物が体液中に存在する場合、少なくとも１つの検出反応を実行するように適合
され、ここで、検出反応の範囲（ｅｘｔｅｎｔ）及び／又は程度（ｄｅｇｒｅｅ）、例え
ば、検出反応の動態（ｋｉｎｅｔｉｃｓ）等は、分析物の濃度に依存する。光度測定の場
合、試験担体は光で照射されてもよく、ここで、該光は、試験担体から拡散的に反射され
てもよく、分析装置によって検出されてもよい。例えば、サンプル中の分析物の濃度は、
検出反応が完了する時に、試験担体の反射率を測定することによって決定することができ
る。追加的又は代替的に、検出反応の進行は、反射率の時間変化を測定することによって
監視されてもよい。従って、光度測定において、試験化学物質は、好ましくは、検出反応
による少なくとも１つの反射特性、好ましくは色を変更するように構成することができる
。
【０００５】
　送信された（ｒｅｍｉｔｔｅｄ）光の測定及び分析は、典型的には、いくつかの技術的
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課題を課す。一方で、これらの測定は、典型的には、小さい電流及び／又は電圧を含む。
このような小さい電流又は電圧の測定は、しかしながら、低周波電圧による干渉等の干渉
が発生する可能性があるため困難である。他方、光の妨害が、周囲の光によって発生する
可能性がある。従って、光度測定分析装置及び方法を用いて、サンプル中の分析物の濃度
を決定することに対し、これらの障害の干渉を低減することが必要とされる。
【０００６】
　欧州特許第０６３２２６２号明細書には、試験担体分析装置におけるアナログ測光シグ
ナルを検出する方法及び評価方法が提案されている。試験担体の試験フィールドは、明期
及び闇期で記録された光源によって照射される。明期及び暗期が、多数の異なる周波数ス
ペクトルを有する不規則な配列を形成する。光が反射され、測定受信機によって検出され
、その測定値が、評価するために、測定統合及びデジタル回路を通過し、そこで不規則な
シグナルがフィルタで除去される。
【０００７】
　欧州特許第１９１２０５８号明細書では、分析液中の分析物を検出する光シグナルを測
定し、評価することに適応したシステムが記載されている。システムは、試験担体と、試
験担体の光学的評価区域を照明する光源とを含む。また、システムは、２つの制御シグナ
ルを生成することに適合し、光源に対して光制御シグナルを生成するミキサユニットによ
り混合される、２つのシグナル源を含む。光センサは、送信された光を受光し、測定シグ
ナルへと変換する。さらに、システムは、それぞれ測定シグナル及び制御シグナルの１つ
を受信する２つの周波数選択増幅器と、供給される周波数選択増幅器の出力シグナルに対
する評価ユニットとを含む。評価ユニットでは、これらの出力シグナルが比較され、外の
光による測定の干渉に関する情報が、比較結果から判定される。特定の閾値を超える測定
干渉が判定される場合、測定は障害があると認識される。当該測定は拒絶され、グルコー
ス濃度値が発行されない。
【０００８】
　さらに、多くの場合、試験担体は、装置が濃度の定量ができるよう、１以上の分析物の
濃度を決定するために装置内に配向されなければならない。米国特許出願公開第２００３
／１６９４２６号明細書において、中の試験部材の配向を決定することができる試験用計
器が記載されている。試験部材は、第１主要面と、対向する第２主要面とを有している。
各主要面は、方位インジケータ領域を含み、方位インジケータ領域は、少なくとも１つの
光学特性、例えば、反射率によって異なっている。試験用計器は、試験部材を受け入れ、
光方位センサを含むための試験フィールドを有する。光方位センサは、方位インジケータ
領域の光学特性を示す方向シグナルを生成する。
【０００９】
　米国特許出願公開第５５２６１２０号明細書において、それぞれ非対称性を有する試験
ストリップ及び装置が提案されている。非対称性は、それが正しく整列された場合に、試
験ストリップが装置に挿入されることを許容するが、それが間違った側にある場合は、試
験ストリップが完全に挿入されることを防止するように兼ね備えている。当該装置は、ス
トリップが完全に挿入されているか否かを検出する。
【００１０】
　当技術分野で知られているこれらの装置及び方法が暗示する利点にもかかわらず、まだ
、多くの技術的な課題が残る。従って、一例として、当該技術分野で公知の多くの装置及
び方法は、測定前又は測定中に、障害を認識するのに適していない。これらの障害は、一
例として、装置の電子部品内の１以上の光源及び／又はノイズの変動等の内部障害から生
じ得る。さらに、外部障害は、周囲光によって誘起される障害等を考慮しなければならな
い。これらの障害は、重大な障害及び測定結果の改ざんにつながる可能性がある。当技術
分野で公知の標準的な方法及び装置は、しかしながら、各測定の終了時に障害検出を可能
にするのみである。例えば、欧州特許第１９１２０５８号明細書の段落［００４７］にお
いて、周波数選択増幅器の出力シグナルの生データと非生のデータとから直接判定された
分析結果を比較することを開示している。従って、測定が拒絶された場合、サンプルによ
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って湿潤された全試験担体が拒絶され、新しいサンプルが新しい試験担体上に適用されな
ければならず、新しいサンプルが、患者又はユーザから採取されなければならないことを
意味する。従って、一般に、公知の方法及び装置は、典型的には、担体が浪費され、ユー
ザ又は患者は、少なくともある程度、信頼性の高い測定値を得るために、繰り返して体液
サンプルを生成しなければならないという欠点を意味している。さらに、特に、省エネラ
ンプ、ＬＥＤ等のような近代的な光源の使用の増加の観点、及び、分析機器の小型化に向
けた増加傾向の観点から、光度測定の障害が増加する可能性がある。従って、高速で信頼
性の高い測定結果を提供することにより、少なくとも部分的に試験担体の浪費及び高頻度
にサンプルの作製を避けるために適した方法及び装置に対する強い必要性が存在する。
【００１１】
　また、欧州特許第１９１２０５８号明細書は、第１のシグナル源が、基本周波数を備え
た第１制御シグナルを生成し、第２のシグナル源が、該基本周波数の倍数である周波数を
有する第２制御シグナルを生成することを開示している。第１制御シグナル及び第２制御
シグナルの強度は互いに異なる。しかしながら、異なる強度を有する制御シグナルを使用
することは、低い測定シグナルを誤って識別すること、及び、障害を検出しないことによ
り、低測定シグナルの場合には誤って障害検出する可能性を高め得る。従って、有効な測
定シグナルを測定することでさえ、有効な測定シグナルが、有効な測定シグナルとしてで
はなく、誤って障害として識別される可能性がある。
【００１２】
　従って、本発明の目的は、上記の公知の方法及び装置の欠点及び課題を克服する、体液
中の分析物の濃度を決定するための方法及び装置を提供することである。好ましくは、方
法及び装置は、障害の存在下でさえも、体液中の分析物の濃度を決定することが可能であ
ることが開示する。
【発明の概要】
【００１３】
　この問題は、体液中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定するための方法、分析装置
及び分析システムによって解決され、その特徴は独立請求項に備えている。独立した様式
又は任意の組合せで実現可能な特定の実施形態は、従属請求項に記載されている。
【００１４】
　以下で使用されるように、用語「有する（ｈａｖｅ）」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）
」若しくは「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」又はその任意の文法的変形は、非排他的な方法で
使用されている。従って、これらの用語は、これらの用語によって導入された機能の他に
、この文脈において記載される実体（ｅｎｔｉｔｙ）で存在しない特徴の状況、及び、１
以上のさらなる特徴が存在する状況の両者を指す。一例として、表現「ＡはＢを有する（
ｈａｓ）」、「ＡはＢを含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」及び「ＡはＢを含む（ｉｎｃｌｕ
ｄｅｓ）は、Ｂ以外に、他の要素がＡに存在する状況（すなわち、単独で及び排他的に、
Ｂから成る状況）、及び、Ｂの他に、例えば、要素Ｃ、要素Ｃと要素Ｄ、又は、さらに他
の要素等の１以上の他の要素が、実体Ａに存在する状況、の両方を指す。
【００１５】
　本発明の第１の態様では、体液中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定するための方
法が開示される。
【００１６】
　体液は、一般的に、体液の任意の種類であってもよく、又は、体液の任意の種類、好ま
しくは、以下：血液、好ましくは全血；間質液；尿；唾液、からなる群からから選択され
てもよい。追加的又は代替的に、体液の他のタイプが使用されてもよい。追加的又は代替
的に、血漿又は血清等のさらに処理された体液を用いてもよい。
【００１７】
　分析物は、一般的に、体液中に存在し得る、物質又は化合物、又は、物質若しくは化合
物の組み合わせであってもよい。分析物は、ヒト若しくは動物の代謝の一部、又は、代謝
に携わり得る物質であり得る。具体的には、分析物は代謝産物であってもよい。好ましく
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は、分析物は、グルコース、ラクテート、トリグリセリド、ケトン、エタノール、総コレ
ステロール、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、尿素、尿酸、クレアチニン
、ＧＯＴ、ＧＰＴ、ＧＧＴ、アンモニアからなる群から選択される。追加的又は代替的に
、アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）、クレアチンキナーゼ（ＣＫ）、アミラエア（ａｍ
ｙｌａｅａ）、膵臓アミラーゼ、（ガンマ）グルタミルトランスフェラーゼ（ＧＧＴ）、
グルタミン酸－オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、グルタミン酸ピルビン酸ト
ランスアミナーゼ（ＧＰＴ）、ビリルビン、ヘモグロビン、カリウムのような他の臨床化
学的パラメータ又は分析物でもある。追加的又は代替的に、分析物は、内因性及び／又は
外因性凝固経路に関与する物質又は物質の組み合わせであってもよい。一般に、分析物は
、全血から決定される、任意の臨床的パラメータ等の、臨床目的の対象となり得る体液の
任意のタイプの臨床パラメータであってもよい。本発明のさらなる実施形態を制限するこ
となく、以下、大部分において、全血中のグルコースの検出へ参照とされる。
【００１８】
　当該方法は、請求項１で与えられる、及び、以下で記載される方法工程を含む。方法工
程は、所定の順番、すなわち、ａ）－ｂ）－ｃ）－ｄ）で実施されてもよい。しかし、方
法工程の他の順序、例えば、ｂ）－ａ）－ｃ）－ｄ）が実現可能である。さらに、１以上
の方法工程は、並行して、及び／又は、適時重複した様式で、例えば、少なくとも部分的
に同時に方法工程ａ）及びｂ）を実施することによって、及び／又は、少なくとも部分的
に同時に方法工程ｂ）、ｃ）及びｄ）を実施する等、実施されても良い。さらに、１以上
の方法工程は、反復して実施されてもよい。従って、一例として、方法工程ｂ）及び／又
はｃ）は、例えば、方法工程ａ）の前に、少なくとも一度、方法工程ｂ）及び／又はｃ）
の実施、及び、方法工程ａ）の後に、少なくとも一度方法工程ｂ）及び／又はｃ）の実施
等、反復的に実施されてもよい。さらに、記載されていない追加の方法工程が存在しても
よい。
【００１９】
　方法工程は以下：
　ａ）試験担体に体液のサンプルを適用すること、
　ｂ）少なくとも１つの光源を使用して、該試験担体を照射すること、
　ｃ）少なくとも１つの検出器を使用して、該試験担体によって送信された（ｒｅｍｉｔ
ｔｅｄ）光を受光すること、
　ｄ）該検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナル（ｄｅｔｅｃｔｏｒ
　ｓｉｇｎａｌ）を評価することにより分析物の濃度を決定すること、
である。
【００２０】
　その中に、該少なくとも１つの光源は、少なくとも２つの変調周波数を用いて変調され
る。該検出器シグナルは、少なくとも２つの復調された検出器シグナル（ｄｅｍｏｄｕｌ
ａｔｅｄ　ｄｅｔｅｃｔｏｒ　ｓｉｇｎａｌ）を生成するために少なくとも２つの変調周
波数で復調されるものであり、それぞれの復調された検出器シグナルが、該変調周波数の
１つに対応する。該方法は、さらに、少なくとも２つの復調された検出器シグナルの比較
に基づく障害検出（ｆａｕｌｔ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）を含む。
【００２１】
　本明細書で使用される場合、試験担体への体液のサンプルの適用とは、一般に、任意の
技術的に実現可能な方法で、体液のサンプルと接触した試験担体をもたらす工程を指す。
適用は、少なくとも１つの適用位置にサンプルを適用することによる等、手動又は自動で
実施してもよい。サンプルは、試験担体の試験化学物質、例えば、少なくとも１つの試験
化学物質を含む試験フィールドに適用されてもよい。追加的又は代替的に、サンプルは、
別の適用位置、例えば、毛管力によってサンプルを試験化学物質へ移動するよう適合した
毛細管部材の開口部に適用されてもよい。試験担体への体液のサンプルの適用は、方法を
実施するために適合した分析装置の容器へ試験担体を挿入する前、間、又は後に、実施さ
れてもよい。一般に、試験担体にサンプルを適用するための手段及び装置は、当業者に知
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られている。
【００２２】
　一般的に、さらに方法工程は、例えば、方法工程ａ）～ｄ）の前、例えば、方法ａ）で
提案される、試験担体に体液のサンプルを適用する前に、実施されてもよい。さらに、特
定の実施形態において、さらなる方法工程も、試験担体を用いずに実施されてもよい。従
って、以下にさらに詳細に概説されるように、方法工程ａ）～ｄ）を実施する前に、周囲
光の障害検出工程、並びに／又は、ドライエンプティ－値（ｄｒｙ　ｅｍｐｔｙ　ｖａｌ
ｕｅ）の定量及び／若しくは位置検証工程、を実施することも可能である。従って、任意
の周囲光の障害検出工程が、周囲光により分析物の測定を許容しないことを示す場合（例
えば、周囲光レベルが、少なくとも特定の変調周波数において、許容閾値を超える場合）
、その後にサンプル適用を実行せず、測定が中断されてもよい。同様に、追加的又は代替
的に、少なくとも１つのドライエンプティ－値の決定は、例えば、経時的な影響又は劣化
の影響が原因で、試験担体が使用に適さないという結論に至った場合、測定値は、その後
、サンプルの適用が実施されることなく中止され得る。同様に、追加的又は代替的に、位
置検証工程は、試験担体が置き間違えられる、又は正しく整列されていないことが示され
た場合、測定は、その後、サンプルの適用が実施されることなく中断されてもよい。
【００２３】
　本明細書で使用される場合、用語、試験担体は、一般に、体液中の少なくとも１つの分
析物の濃度を決定するのに適合した試験成分（ｔｅｓｔ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を指す。具体
的には、試験担体は、光学的に分析物の濃度を決定するように適合された光学的な試験担
体であってもよい。試験担体は、一般に、任意の技術的に実行可能な形式を有し得る。試
験担体は、直接又は間接的に体液と接触させることができる１以上の試験化学物質を含ん
でもよい。少なくとも１つの試験化学物質の潜在的な実施形態では、上記で与えられた、
又は、以下のさらに詳細に与えられた潜在的な試験化学物質の開示が参照となり得る。具
体的には、試験担体は、少なくとも１つの試験化学物質を含む１以上の連続又は不連続検
出層を有する１以上の試験フィールドを含んでもよい。さらに、１以上の追加の層を有し
てもよく、例えば、白色顔料などの１以上の着色顔料を有する１以上の反射層、及び／又
は、体液の１以上の成分、例えば１以上の細胞成分、を分離するために適合した１以上の
分離層である。他の実施形態が可能である。試験担体は、一般に、１以上の当該技術分野
で公知の試験担体の形式（ｆｏｒｍａｔ）など、任意の形態又は形式を有してもよい。一
例として、試験担体は、試験ストリップ（ｔｅｓｔ　ｓｔｒｉｐ）、試験テープ、試験デ
ィスク、及び、少なくとも１つの試験化学物質と少なくとも１つのランセット（ｌａｎｃ
ｅｔ）成分を有する統合試験担体からなる群から選択されてもよい。
【００２４】
　試験担体は、少なくとも１つの基材、及び、該基材に直接又は間接的に適用される少な
くとも１つの試験化学物質を含んでもよい。試験化学物質は、検出する少なくとも１つの
分析物の存在下で少なくとも１つの検出反応を実施するように、及び、検出反応により少
なくとも１つの光学的に検出可能な特性を変更するように適合されてもよい。試験化学物
質の潜在的な実施形態では、上記で引用された先行技術文献及び／又は以下にさらに詳細
に示される他の実施態様を参照してもよい。具体的には、試験化学物質は、検出されるべ
き分析物の存在下で酵素反応を実施するよう適合させた１以上の酵素を含んでもよい。さ
らに、試験化学物質は、着色剤若しくは色素；介在物質（ｍｅｄｉａｔｏｒ）；補酵素、
の１以上を含んでもよい。他の実施形態が可能である。試験化学物質は、検出反応の速度
が、少なくとも１つの光学的に検出可能な特性、例えば、色、送信（ｒｅｍｉｓｓｉｏｎ
）、反射、蛍光、リン光、の１以上、を監視することによって追跡することができるよう
に適合させてもよい。従って、一例として、試験担体は、少なくとも一部の試験化学物質
が、少なくとも１つの光学的な測定が、例えば、基材の開口部を介して、基材の窓を介し
て、及び／又は、試験フィールドを監視することによって直接的に、利用可能であるよう
に適合されてもよい。
【００２５】
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　本明細書で使用される場合、基材は、一般に、さらなる要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）のため
の担体として使用可能な、任意に形成された要素であってもよい。一例として、基材の形
状は、ストリップ、テープ、ディスクからなる群から選択されてもよい。様々な実施形態
が、一般的に可能である。
【００２６】
　基材は、単層の構成（ｓｅｔｕｐ）を含んでもよく、又は多層の構成を含んでもよい。
従って、基材は、１以上の紙材料、プラスチック材料、好ましくはホイル（ｆｏｉｌ）、
金属及びセラミック材料、を含んでもよい。また、材料の組み合わせも可能である。基材
は、積層体を使用するなど、多層の構成を含んでもよい。さらに、基材は、１以上の流体
構造を含んでもよい。この目的のために、２以上の基材が提供されてもよく、ここで、チ
ャネルは、例えば、１以上のスペーサによって基材を分離することによって、基材間に配
置される。追加的又は代替的に、基材の表面上の１以上の流体構造は、例えば、１以上の
毛管スリットなどの１以上のオープンキャピラリーチャネルを使用することによって、提
供されてもよい。様々な実施形態が可能であり、一般に、当技術分野で知られている。
【００２７】
　上記で概説したように、試験担体は、直接又は間接的に基材に適用される、例えば、基
材の表面に適用される、及び／又は、基材に統合される少なくとも１つの試験フィールド
を含んでいてもよく、ここで、該試験フィールドが、該少なくとも１つの試験化学物質を
含む。その中に、少なくとも１つの試験化学物質を有する１つの単一の試験フィールドが
適用されてもよく、並びに／又は、同一の試験化学物質及び／若しくは異なるタイプの試
験化学物質を有する複数の試験フィールドが使用されてもよい。
【００２８】
　試験担体は、体液のサンプルを適用する少なくとも１つの適用部位を含んでもよい。従
って、少なくとも１つの適用部位は、体液のサンプルが試験担体に対して適用可能な場所
であってもよい。一般に、試験担体は、複数の適用部位を含んでもよい。
【００２９】
　上記で概説したように、少なくとも１つの試験化学物質は、好ましくは、少なくとも１
つの試験フィールドを形成する、及び／又は、少なくとも１つの試験フィールドの一部で
ある。試験フィールドは、試験化学物質を含有する１つの検出層のみを含む単層の構成を
含んでもよい。あるいは、試験フィールドは、少なくとも二層の複数層構成を有していて
もよく、ここで、少なくとも１つの試験化学物質を含む少なくとも１つの検出層が、１以
上の追加の層、例えば、１以上の展開層（ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　ｌａｙｅｒ）、及び／又
は、１以上の分離層、及び／又は、光学的な測定を向上させるための、光学的なバックグ
ラウンド、例えば白色バックグラウンドを提供するための１以上の顔料層、と組み合わせ
られてもよい。このタイプの多層の構成は、当該分野で公知である。従って、一例として
、試験フィールドは、少なくとも１つの検出層と、さらに、少なくとも１つの分離層（例
えば、血液細胞を分離するため）、及び／又は、１以上の無機顔料、例えば１以上の金属
酸化物、好ましくは二酸化チタン等の１以上の顔料を含む光学層を含んでもよい。
【００３０】
　本発明の範囲内でも使用することができる潜在的な試験化学物質の詳細については、Ｊ
．ＨｏｅｎｅｓらのＴｈｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｂｅｈｉｎｄ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｍ
ｅｔｅｒｓ：Ｔｅｓｔ　Ｓｔｒｉｐｓ，　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　＆
　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，Ｖｏｌ．１０，Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ　１，２００８，Ｓ
－１０　～Ｓ－２６が参照されうる。さらに、国際公開第２０１０／０９４４２６号及び
国際公開第２０１０／０９４４２７号が参照されうる。追加的又は代替的に、国際公開第
２００７／０１２４９４号、国際公開第２００９／１０３５４０号、国際公開第２０１１
／０１２２６９号、国際公開第２０１１／０１２２７０号、又は国際公開第２０１１／０
１２２７１号に開示されている試験物質は名付けられてもよく、それは、ｃＮＡＤ試験物
質としても呼ばれる。さらに、欧州特許出願公開第０３５４４４１号明細書、欧州特許出
願公開第０４３１４５６号明細書、欧州特許出願公開第０３０２２８７号明細書、欧州特
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許出願公開第０５４７７１０号明細書、又は、欧州特許出願公開第１５９３４３４号明細
書が参照され得る。これら全ての文献に開示されている試験物質もまた、本発明の範囲内
で使用することができる。他のタイプの試験要素及び／又は試験物質が適用可能であり、
本発明の範囲内で使用することができる。
【００３１】
　工程ｂ）で使用される光源は、一般に、試験担体を照射するように適合された１以上の
任意の光源をであってもよく、含んでもよい。本明細書で使用する「光」は、一般に、１
以上の可視光、紫外線及び赤外線スペクトル範囲の電磁波を指す。その中で、可視スペク
トル範囲は、一般的に、３８０ｎｍ～７８０ｎｍのスペクトル範囲を指す。赤外線スペク
トル範囲は、一般的に、７８０ｎｍ～１ｍｍ、好ましくは、７８０ｎｍ～３．０μｍのス
ペクトル範囲を指す。紫外線スペクトル範囲は、一般に、１ｎｍ～３８０ｎｍのスペクト
ル範囲、好ましくは５０ｎｍ～３８０ｎｍのスペクトル範囲、より好ましくは、２００ｎ
ｍ～３８０ｎｍのスペクトル範囲を指す。最も好ましくは、光源は、可視スペクトル範囲
の光を放出するように適合されている。
【００３２】
　例えば、光源は、パルス光源、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）、レーザー、好まし
くはレーザーダイオード、白熱光源、電球からなる群から選択された光源であってもよい
。さらに又は代替的に、複数の光源、例えば、発光波長が異なる、及び／又は異なるスペ
クトル特性を有する少なくとも２つの光源が使用されてもよい。
【００３３】
　本明細書で使用される、方法工程ｃ）で使用される、用語、送信された光（ｒｅｍｉｔ
ｔｅｄ　ｌｉｇｈｔ）は、一般に、試験担体によって、特に、試験化学物質によって、よ
り具体的には、試験化学物質を含む少なくとも１つの試験フィールドによって反射された
光を意味する。反射は、拡散する方法で実施されてもよい。一般に、反射は、完全に又は
部分的に、弾性及び／又は非弾性であってもよい。いくつかの実施形態では、方法工程ｃ
）は、方法工程ｂ）における照明の入射角が、方法工程ｃ）における検査の角度とは異な
るよう、光の直接反射が少なくとも部分的に排除されるように実施される。方法工程ｂ）
及びｃ）で使用されるような送信測定（ｒｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）
は、試験担体及び／又はその一部を照射することによって、並びに、試験担体から反射し
た及び／又は散乱した光を検出することによって、実施されてもよい。この測定を行うこ
とにより、検出反応の進行によって発生する、試験担体上の試験化学物質の色が変化が検
出され得る。方法工程ｃ）における測定の結果として、送信シグナル（ｒｅｍｉｓｓｉｏ
ｎ　ｓｉｇｎａｌ）、例えば、相対的な送信（ｒｅｍｉｓｓｉｏｎ）が生成されることが
でき、以下にさらに詳細に概説され、光検出の分野で一般的に知られている。
【００３４】
　送信された光、又はその一部は、少なくとも１つの検出器によって受信され得る。検出
器は、光を受信し、１以上の電気又は電子シグナルへと光を変換するように構成されてい
る任意の検出器であってもよい。検出器は、試験担体から検出器へ伝播する光を検出する
ための少なくとも１つの感光要素を含んでもよい。検出器は、１以上の出力検出器シグナ
ル、特に、少なくとも１つの電子シグナルを生成してもよく、それは、さらに評価され得
る。検出器シグナルは、一般的に、アナログシグナル及び／又はデジタルシグナルであっ
てもよく、又は、含んでもよい。具体的には、検出器シグナルは、電流シグナル及び／又
は電圧シグナルを含んでもよい。少なくとも１つの検出器シグナルは、単一の検出器シグ
ナルであってもよく、又は、複数の検出器シグナルを含んでいてもよく、例えば、連続的
に生成された検出器シグナル、並びに／又は、所定の時間ポイントで及び／若しくは所定
の検出周波数で生成された検出器シグナルを含む連続的な検出器シグナルを提供すること
による。少なくとも１つの検出器シグナルは、方法工程ｄ）で直接又は間接的に使用され
てもよい。従って、検出器シグナルは、分析物の濃度を決定するために直接処理されても
よい。追加的又は代替的に、生の検出器シグナル又は一次検出器シグナルとも呼ばれる検
出器によって提供される検出器シグナルを、１以上の二次検出器シグナルに変換するため
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に、１以上の前処理工程が検出器シグナルに適用されてもよく、例えば、１以上のフィル
タリング処理及び／又は平均化処理を適用することによる。以下では、検出器シグナルに
参照する場合、１以上の一次検出器シグナルを使用する選択肢と、１以上の二次検出器シ
グナルを使用する選択肢の両方が含まれる。
【００３５】
　一般的に、特定の実施形態において、検出器は、以下：フォトダイオード、光電子増倍
管、撮像検出器、特に、ＣＭＯＳ及び／又はＣＣＤチップなどのカメラチップ、からなる
群から選択される少なくとも１つの受光素子を含んでもよい。他の受光素子も実施可能で
ある。
【００３６】
　方法工程ｄ）において、分析物の濃度は、検出器によって生成された少なくとも１つの
検出器シグナルを評価することによって決定される。以下にさらに詳細に概説するように
、評価は、自動的に実施されてもよく、具体的には、少なくとも１つの評価アルゴリズム
を使用することによって実施されてもよく、特定の実施形態においては、評価アルゴリズ
ムを自動的に実施することに適合した少なくとも１つのデータ処理装置を使用することに
よって実施されてもよく、例えば、少なくとも１つのソフトウェアプログラムを使用する
ことによる。
【００３７】
　少なくとも１つの光源は、少なくとも２つの変調周波数を用いて変調される。本明細書
で使用される、光の変調とは、具体的に、振幅、周波数及び位相からなる群から選択され
る少なくとも１つのパラメータなどの、少なくとも１つの光のパラメータの周期的変化で
あってもよく、又は、意味するものであってもしてもよい。さらに、本明細書で使用され
る、変調の変調周波数とは、少なくとも１つのパラメータの周期的変化の周波数である。
このように、数学的に言えば、変調は、１以上の以下：
【００３８】
【数１】

の関数などの、周期関数を用いて変調されるパラメータの乗算であってもよく、
【００３９】
ここで、ａは変調の振幅を表し、ここで、ｆは変調の周波数を表し、ここで、φは、変調
の位相を表している。追加的又は代替的に、変調すべきパラメータは、周期的なデルタ関
数で乗算されてもよく、及び／又は、矩形関数などの周期的なパルス関数で乗算されても
よい。変調の他の種類も可能である。
【００４０】
　例えばｆ１及びｆ２のような少なくとも２つの変調周波数を有する変調は、一般に、上
記乗算の倍加、すなわち、２以上の変調周波数を用いた反復的な変調を意味する。
【００４１】
　並列に動作可能な周波数及び／又は検出チャネルの数は、処理能力によって、例えば、
インストールされた処理能力によって、及び／又は、数学的計算及び処理に必要なエネル
ギーによって、制限されてもよい。バッテリー駆動型分析装置、例えば、バッテリー駆動
の手持測定器では、光源ごとに３つの周波数が使用されてもよい。しかし、より多くの周
波数を有する実施形態が実施可能で有り、例えば、外部エネルギー源に接続された分析装
置である。
　さらに、本明細書で使用する場合、復調とは、一般に、変調と比較した逆工程を指す。
従って、一例として、復調はまた、変調周波数とも呼ばれる特定の周波数を有する周期関
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数で変調された関数を乗算又は混合することを意味するものでもよい。また、復調は、低
周波成分を得るために、乗算及び／又は混合を実行後、高周波成分をフィルタリングする
こと又は抑制することを意味してもよい。第１の工程については、復調されるシグナルを
少なくとも１つの復調周波数で乗算する、電子ミキサ又は乗算器が使用されてもよく、後
者の工程について、ローパスフィルタが使用されてもよい。このように、一般的に、復調
とは、光シグナルの元の周波数から、障害検出の評価可能及び分析可能な周波数へのシグ
ナルをシフトすること又は変換を意味し得る。少なくとも１つの光源は、２以上の変調周
波数を用いて変調及び／又は復調されてもよい。
【００４２】
　変調周波数は、シグナル源から生じてもよく、それは、２以上の異なる周波数を有する
２以上の制御シグナルを生成してもよく、それは、変調及び／又は復調のための変調周波
数として用いられてもよい。一例として、同一のシグナル源は、変調及び復調の両方に対
する変調周波数を生成するために使用されてもよい。一般に、変調用の変調周波数は、復
調用の変調周波数と同一であってもよい。一般に、シグナル源は、シグナル発生器であっ
てもよく、それは、例えば、正弦シグナル、矩形シグナル、台形シグナル、デルタシグナ
ル、好ましくは周期デルタシグナル、からなる群から選択されるシグナルを生成する。任
意のミキサユニットにおいて、パルス光源を制御するための１つの制御シグナルは、これ
らの２つの制御シグナルを混合することによって生成されてもよい。試験担体は、この変
調された光シグナルによって照射されてもよい。
【００４３】
　制御シグナルは同じ強度を有していてもよい。本明細書で使用する場合、用語「強度」
は、シグナルの強度レベル及び／又は振幅レベルを指す。制御シグナルの強度は、検出器
シグナルの強度に等しくてもよい。従って、低い検出器シグナルの場合の、誤った障害検
出の確率を低減することができる。
【００４４】
　少なくとも１つの光源は、少なくとも２つの変調周波数によって変調された第１の光源
と、該第１の光源が変調されたことによる該少なくとも２つの変調周波数とは異なる少な
くとも２つの変調周波数によって変調された第２の光源とを含んでもよい。このように、
本実施形態では、２つの光源によって追跡（ｔｒａｃｋ）担体を照射することが可能であ
る。２つの測定値の定量を示す追跡担体上の２つの異なる位置の照射が可能であるため、
これは有利である。
【００４５】
　一般的に、１以上の光源を使用する場合、１又は２以上の異なる位置を照明することが
可能であり得る。従って、少なくとも１つの第１の光源は、少なくとも１つの第１の位置
を照射するように適合され得、少なくとも１つの第２の光源は、少なくとも１つの第２の
位置を照射するように適合され得、ここで、該少なくとも１つの第１の位置及び該少なく
とも１つの第２の位置は、空間的に分離される及び／又は重複しているなど、完全に若し
くは部分的に同一であってもよく、又は、完全に若しくは部分的に非同一であってもよい
。例えば、これらの異なる位置は、同一の試験担体上に配置されてもよく、及び／又は、
別の追跡担体上に配置されてもよい。従って、２以上の異なる試験担体上の２以上の位置
を照射することが可能であり、従って、同一の装置を用いて、２以上の異なる試験担体の
測定値を決定することが可能であり得る。異なる試験担体は、異なる幾何学及び／又は異
なる測光特性などの異なる構成を有し得る。
【００４６】
　検出器シグナルは、少なくとも２つの復調された検出器シグナルを生成するために少な
くとも２つの変調周波数で復調され、各復調された検出器シグナルは変調周波数の１つに
相当する。
【００４７】
　復調処理は、検出器シグナルから復調された光シグナルを抽出するものとして理解する
ことができる。上述した実施形態では、２つの変調周波数でそれぞれ変調された２つの光
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源が使用され、該少なくとも２つの復調された検出器シグナルは、該第１の光源が変調さ
れることによって変調周波数に対して生成され得、該少なくとも２つの復調された検出器
シグナルは、第２の光源が変調されることによって変調周波数に対して生成されてもよい
。
【００４８】
　復調は、独立に、変調周波数で検出器シグナルを乗算すること、及び、ローパスフィル
タを用いて結果をフィルタリングすることを含んでもよい。ローパスフィルタは、カット
オフ周波数よりも低い周波数のシグナルを通過させるように、及び、より高い周波数のシ
グナルを減衰又は抑制するように構成された電子部品として理解され得る。
【００４９】
　復調は、変調周波数で検出器シグナルを乗算する前に、少なくとも１つのバンドパスフ
ィルタを使用して検出器シグナルをフィルタリングすることをさらに含んでもよい。バン
ドパスフィルタは、特定の、所定の範囲内の周波数を通過させ、この範囲外の他の周波数
を拒絶することを可能にするように構成された電子装置である。バンドパスフィルタは、
調整可能であってもよい。従って、測定において使用される周波数に対して通過帯域を調
整することも可能であり得る。
【００５０】
　方法は、少なくとも２つの復調された検出器シグナルの比較に基づく障害検出を含む。
障害検出は、障害、特に、１以上の周囲光に起因する障害、１以上の光源の障害及び１以
上の電子部品の障害、を認識するものとして理解され得る。他の障害も実行可能である。
本明細書で使用される場合、少なくとも２つの復調された検出器シグナルの比較に基づく
障害検出は、一般に、障害検出が、任意の適切な手段、例えば、比較の一結果を、変数及
び／又はパラメータとして障害検出アルゴリズムへ実施することによるなど、比較を考慮
する事実を意味する。従って、一例として、以下にさらに詳細に概説されるように、障害
検出は、少なくとも１つの閾値を有する１以上の変数を比較することを意味してもよく、
ここで、１以上変数は、少なくとも１つの比較結果を意味してもよい。
【００５１】
　さらに、障害検出は、周囲光の存在下での光度測定の信頼性のある測定値を決定するこ
と及び／又はその測定の拒絶することの可能性を提供してもよい。障害検出は、持続的に
又は反復的に実行されるオンライン障害検出であってもよい。障害検出は、光度測定時に
、一回又は複数回繰り返されてもよい。
【００５２】
　障害検出は、少なくとも２つの復調された検出器シグナルの比較に基づいている。一般
的に、本明細書で使用される場合、少なくとも２つの復調された検出器シグナルの比較と
は、各復調された検出器シグナルの大きさ（ｍａｇｎｉｔｕｄｅ）に依存する、及び／又
は、２つの標準の復調された検出器シグナルが形成する差に依存する比較結果を生成する
ように適合されたアルゴリズムを指す。従って、一例として、比較は、少なくとも２つの
復調された検出器シグナルの差を形成することを意味するものであってもよく、及び／又
は、少なくとも２つの復調された検出器シグナルの商を形成することを意味するものでも
よい。復調された検出器シグナルそれぞれが、一連の単一の値を含む場合、比較とは、一
連の今の（ｃｕｒｒｅｎｔ）又は現在（ｐｒｅｓｅｎｔ）の値を含むことを意味してもよ
い。比較は、例として、以下：少なくとも１つの復調された検出器シグナルと、少なくと
も別の１つの復調された検出器シグナルとの比較；少なくとも１つの復調された検出器シ
グナルと、少なくとも１つの復調された検出器シグナルの平均値との比較；少なくとも１
つの検出器シグナルと、少なくとも１つの閾値との比較、からなる群から選択される少な
くとも１つのアルゴリズムを含んでもよい。従って、一般的に、復調された検出器シグナ
ルは互いに直接比較されてもよく、又は、例えば、正常状態を表す及び／又は復調された
検出器シグナルの実体を表す少なくとも１つの代表値と比較されてもよい。
【００５３】
　一般的に、上記で概説したように、障害検出は、少なくとも１つの閾値の比較を意味し
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てもよい。従って、一例として、１以上の復調された検出器シグナル、及び／又は、少な
くとも２つの復調された検出器シグナルの差、及び／又は、２以上の検出器シグナルの商
は、直接的又は間接的に１以上の閾値と比較されてもよい。
【００５４】
　障害検出は、誤った復調された検出器シグナルを検出することを含んでもよい。少なく
とも２つの生成された復調された検出器シグナルが所定の許容範囲（ｐｒｅｄｅｔｅｒｍ
ｉｎｅｄ　ｔｏｌｅｒａｎｃｅ）以上の相違を示す場合、復調された検出器シグナルは障
害と認識されてもよい。実施形態では、２以上の変調周波数が使用されてもよく、例えば
３つである。従って、２つの他の復調された検出器シグナルが同様の値を示す一方で、そ
れが、所定の許容範囲を超えることによって他の２つの復調された検出器シグナルとは異
なる場合、３つの復調された検出器シグナルの１つは、障害と認識されてもよい。全ての
復調された検出器シグナルが所定の許容範囲を超えることによって異なる場合、復調され
たシグナルのセット全体が障害と検出されてもよい。
【００５５】
　少なくとも２つの復調された検出器シグナルの比較は、少なくとも第１の復調された検
出器シグナルの１つと、少なくとも第２の復調された検出器シグナルの１つとを比較する
こと、及び、第１の復調された検出器シグナルが、第２の復調された検出器シグナルから
所定の許容範囲以上、好ましくは、０～２％の許容範囲、より好ましくは、０～１％の許
容範囲逸脱する場合に、第１の復調された検出器シグナルが障害であることを決定するこ
と、を含んでもよい。
【００５６】
　さらに、障害検出は、障害がある復調された検出器シグナルとして認識される復調され
た検出器シグナルを拒絶することを含んでもよく、体液中の少なくとも１つの分析物の濃
度を決定するための障害がない復調された検出器シグナルのみを使用することを意味して
もよい。復調された検出器シグナルの１つが障害として検出された場合、この復調された
検出器シグナルは、体液中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定するために拒絶される
。復調された検出器シグナルのセット全体が障害として検出された場合、測定は新しいセ
ットの周波数で繰り返される。後者の場合、周波数のセットの変更は、測定装置、例えば
、バンドパスフィルタの特定の整定時間をもたらし得る。復調された検出器シグナルのそ
れぞれは、測定値の配列（ｓｅｑｕｅｎｃｅ）であってもよく、ここで、障害のある復調
された検出器シグナルを拒絶することは、以下：障害であると決定される現在の測定を拒
絶すること；少なくとも測定値の１つが障害を有する場合、測定の全配列を拒絶すること
、からなる群から選択される拒絶アルゴリズムを含む。当該方法は、復調された検出器シ
グナルの全てが障害であると判定された場合に中止され得る。さらに、復調された検出器
シグナルのそれぞれは、単一の測定値の配列を含んでもよく、ここで、該障害検出が、単
一の測定値の比較に基づいてもよい。単一の測定値は、生の、未評価の及び／又は分析さ
れていないデータとして理解することができる。例えば、単一の測定値は、検出器によっ
て、２０ｍｓ毎に、好ましくは１０ｍｓ毎に発行される。
【００５７】
　追加的又は代替的に、上述の障害検出は、障害のある復調された検出器シグナルを検出
することを含み得る。障害検出は、障害があると判定された復調された検出器シグナルの
障害の程度を決定することを含んでもよい。従って、少なくとも１つの障害のある復調さ
れた検出器シグナルは、分析物の濃度を決定するために使用されてもよく、ここで、障害
の度合いが考慮される。
【００５８】
　方法は、繰り返し実行されてもよく、ここで、方法の反復の１つにおいて、障害のある
復調された検出器シグナルが特定の変調周波数に対して発見された場合、前記変調周波数
は、該方法の後続の反復で使用されなくてもよい。一般的に、障害のある復調された検出
器シグナルが特定の変調周波数に対して発見された場合、これまで使用されていない別の
周波数に変更することが可能である。しかし、その後、整定時間が発生する。
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【００５９】
　上述した実施形態において、それぞれが少なくとも２つの変調周波数で変調された、２
以上の光源が使用されてもよく、障害検出が、第１の光源が変調されることによる変調周
波数に対する復調された検出器シグナル、及び、第２の光源が変調されることによる変調
周波数に対する復調された検出器シグナルの両方に対して実施されてもよい。従って、例
えば、第１及び第２の光源の群から選択された光源が変調されることによる変調周波数に
対する復調周波数の１セットにおいて、１以上の復調された検出器シグナルに障害を有す
るものとして検出された場合でさえ、及び、障害がない光源のみを使用することによって
、第１及び第２の光源の群から選択された他の光源が変調されることによる変調周波数に
対する復調周波数の他のセットにおいて、障害のない復調された検出器シグナルが検出さ
れた場合、分析物の濃度の信頼できる測定値を得ることは可能である。
【００６０】
　障害の検出は、試験担体に体液のサンプルを適用する前に少なくとも一回実施されても
よい。上記に概説されたように、方法は、さらに工程を含んでも良く、それは、具体的に
は、方法工程ａ）～ｄ）を実施する前に、例えば、方法工程ａ）で提示されるように試験
担体へ体液のサンプルを適用する前に、完全に又は部分的に実施されてもよく、及び／又
は、方法工程ａ）から独立して少なくとも１回実施されてもよい。
【００６１】
　従って、方法は、試験担体に体液のサンプルを適用する前に、検出器によって生成され
た少なくとも１つの検出器シグナルを評価することによって、少なくとも１つのドライエ
ンプティ－値（ｄｒｙ　ｅｍｐｔｙ　ｖａｌｕｅ）を決定することをさらに含んでもよい
。体液のサンプルを適用する前に試験担体の送信（ｒｅｍｉｓｓｉｏｎ）測定を実施する
こと、いわゆるドライエンプティ－値は、当業者に周知である。障害の検出は、ドライエ
ンプティ－値を決定する間に少なくとも一回実施されてもよい。ドライエンプティ－値は
、試験担体の有用性を決定するために、参照値と比較されてもよい。試験担体の有用性が
、障害、例えば、湿度、光又は温度などの環境の影響に起因する老化障害によるものに限
定される場合、試験担体に体液のサンプルを適用する前に試験担体を拒絶すること、及び
／又は、測定値、例えば、少なくとも１つの検出器シグナル及び分析物の決定された濃度
の１以上を調整すること、が可能である。
【００６２】
　追加的又は代替的に、方法は、さらに、少なくとも１つの位置検証工程を含み、ここで
、該位置検証工程が、以下の方法工程を含んでもよい：
　ｉ）　分析装置に試験担体を挿入すること、
　ｉｉ）　少なくとも１つの光源によって試験担体を照射すること、
　ｉｉｉ）　少なくとも１つの検出器を使用して、試験担体によって送信された光を受光
すること、
　ｉｖ）　検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルを評価することに
より、分析装置内の試験担体の少なくとも１つの位置を決定することであり、ここで、該
位置は、試験担体の少なくとも１つの位置及び／又は向きを含むこと。
【００６３】
　方法工程は、所定の順序、すなわち、順序ｉ）－ｉｉ）－ｉｉｉ）－ｉｖ）で実施され
てもよい。しかし、方法工程の他の順序、例えば、ｉｉ）－ｉ）－ｉｉｉ）－ｉｖ）が実
施可能である。従って、一例として、試験担体は、少なくとも１つの光源によって試験担
体を照射する前に分析装置の容器に挿入することができるストリップ型担体又は試験テー
プであってもよく、又は、含んでもよい。追加的又は代替的に、試験テープ及び／又は試
験ストリップなどの試験担体は、情報の少なくとも１つのマーキング、少なくとも１つの
コーティング及び／又は少なくとも１つの他の項目（ｉｔｅｍ）の１以上を含んでもよい
。少なくとも１つの情報の項目は、少なくとも１つの分析装置によって検出することがで
きる少なくとも１つの視覚的に検出可能な項目を含んでいてもよい。少なくとも１つの情
報の項目は、少なくとも１つの較正（ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ）情報などの、試験担体の
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適切な使用に関する少なくとも１つの情報の項目を含んでもよく、及び／又は、位置合わ
せマーク若しくは基準マークなど少なくとも他の１つの情報の項目を含んでもよい。分析
装置は、分析装置への試験担体の挿入中及び／又は分析装置内など、少なくとも１つの情
報の項目を読み取るために適合させてもよい。分析装置は、さらに、少なくとも１つの情
報の項目を評価するため、及び／又は少なくとも１つの情報の項目に係る少なくとも１つ
の工程のために適合させてもよい。従って、分析装置は、試験担体の位置決めを制御する
ため、及び／又は、試験担体が正しく配置されているか否かを検出するように適合されて
もよい。一例として、分析装置は、試験テープの位置合わせを制御するため、及び／又は
、試験テープが正しい位置にあるかどうかを検出するために、試験テープを照明するため
、並びに、試験テープ上に少なくとも１つのマークを検出するため及び／又は試験テープ
上の少なくとも１つの試験フィールドを検出するために適合されてもよい。試験テープの
位置決めの制御は、試験テープを位置決めするためのモータを制御することによるなど、
分析装置の適切な送り機構を制御することにより実施されてもよい。従って、特に後者の
場合には、試験担体の照射は、位置合わせ工程など、挿入工程自体を監視する目的とする
など、分析装置に試験担体を挿入する前又は間に実施されてもよい。
【００６４】
　さらに、１以上の方法工程は、並列に及び／又は適時重ねる様式で、例えば、少なくと
も部分的に同時に方法工程ｉ）及びｉｉ）を実施することによって、及び／又は、少なく
とも部分的に同時に方法工程ｉｉ）、ｉｉｉ）及びｉｖ）を実施することによって実施さ
れてもよい。さらに、１以上の方法工程が繰り返し実施されてもよい。従って、一例とし
て、方法工程ｉｉ）及び／又はｉｉｉ）は、繰り返し実施されてもよい。さらに、追加の
方法工程は、記載されていないものが存在してもよい。
【００６５】
　試験担体は、分析装置の容器に挿入されてもよい。試験担体及び／又は分析装置及び／
又は光源及び／又は検出器は、具体的には、方法工程ａ）～ｄ）で使用される各装置と同
一であってもよい。追加的又は代替的に、しかしながら、少なくとも１つの追加の光源及
び／又は少なくとも１つの追加の検出器は、位置検証工程専用である。当該装置の可能な
実施形態及び定義の説明については、上述の方法ａ）～ｄ）で使用される装置、及び、本
発明の上記分析装置を参照することが可能である。一般に、当該装置の他の構成も可能で
ある。
【００６６】
　位置確認工程は、方法工程ａ）～ｄ）を実施する前に実施されてもよい。位置検証工程
は、分析装置内で、試験担体の少なくとも１つの試験フィールドの場所（ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ）又は位置（ｐｏｓｉｔｉｏｎ）などの、場所又はその一部の位置を決定する可能性を
含む試験担体の場所及び／又は方向を決定することを含んでもよい。上記で概説したよう
に、方法工程ｉ）～ｉｖ）は、試験担体へ体液のサンプルを適用する前に、例えば、方法
工程ａ）～ｄ）の組み合わせの実施前に、少なくとも１回実施されてもよい。本実施形態
において、方法工程ｉ）～ｉｖ）は、分析装置内で、試験担体の少なくとも１つの位置を
決定するために、試験担体に体液のサンプルを適用する前に少なくとも一回実施されても
よい。試験担体及び／又は担体の試験フィールドは、マーキング、例えば、カラーマーキ
ング、及び／又は、他の任意のマーキング、例えば、公知の送信（ｒｅｍｉｓｓｉｏｎ）
を有するもの、を含んでもよい。本明細書で使用される、「位置（ｐｏｓｉｔｉｏｎ）」
は、試験担体の又はその一部の、例えば、試験フィールドの少なくとも１つの、試験担体
の位置及び／若しくは方向、並びに／又は、分析装置内の、例えば、分析装置の容器内の
試験担体のマーキングであってもよい。担体試験の、例えば、試験ストリップ、試験テー
プ、試験ディスク及び統合された試験担体の光の送信（ｒｅｍｉｓｓｉｏｎ）並びに／又
は試験担体の試験フィールドは、分析装置内のその位置に依存し得る。分析装置内の適切
なアルゴリズムは、信頼性の高い測定値のために必要とされ得る。
【００６７】
　方法工程ｉ）～ｉｖ）を実施した後に、決定された測定値、例えば、１以上の少なくと



(17) JP 6659541 B2 2020.3.4

10

20

30

40

50

も１つの検出器シグナル及び分析物の決定された濃度は、参照値と比較されてもよい。試
験担体が適切に整列された場合、決定された測定値は、特定の限度内（例えば、１以上の
閾値内）で、基準値に相当し得る。
【００６８】
　位置の決定は、試験担体へ体液のサンプルを適用する前及び／又は光度測定中に、一回
実施されてもよい。従って、試験担体が、分析装置内に正しく整列されていない場合、任
意の所望の時間、例えば、試験担体へサンプルを適用する前に測定を中止すること、及び
／又は、測定値、例えば、１以上の少なくとも１つの検出器シグナル及び分析物の決定さ
れた濃度を調整することが可能であり得る。試験担体が分析装置内に適切に整列されてい
ないと判定された場合、ユーザによって及び／又は自動的に、整列が実施されてもよい。
さらに、少なくとも１以上の変調周波数が影響を受けやすい場合、影響を受けやすい変調
周波数は、分析物濃度の評価のためには考慮しなくてよく、及び／又は、周波数のセット
を変更してもよい。さらに、障害検出は、試験担体の位置を決定する間に、少なくとも一
回実施されてもよい。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、周囲光の障害検出工程は、試験担体を使用することなく実施
されてもよい。本明細書では、方法は、周囲光の障害検出工程をされに含んでもよく、こ
こで、周辺光の障害検出工程は、以下の方法工程を含んでもよい：
　Ｉ．　少なくとも１つの検出器を使用して、周囲の光を受光すること、
　ＩＩ．　検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルを評価すること、
　ＩＩＩ．　変調周波数を有する検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグ
ナルを比較することにより、周囲光の障害検出を実施すること。
【００７０】
　方法工程は、所定の順序、すなわち、Ｉ．－ＩＩ．－ＩＩＩ．の順序で実施されてもよ
い。しかし、方法工程の他の順序、例えば、ＩＩ．－Ｉ．－ＩＩＩ．で実現可能である。
さらに、１以上の方法工程が、並列に及び／又は適時重ねた様式で、例えば、少なくとも
部分的に同時に方法工程Ｉ．及びＩＩ．を実施することによって、実施されてもよい。さ
らに、１以上の方法工程が繰り返し実施されてもよい。さらに、追加の方法工程は、記載
されていないものが存在してもよい。
【００７１】
　他の実施形態では、周囲光の検出は、分析装置に試験担体を挿入した後に実施されても
よい。本明細書では、方法は、さらに、少なくとも１つの周辺光の障害検出工程を含んで
もよく、ここで、周囲光の障害検出工程は、以下の方法工程を含んでもよい：
　Ｉ．　分析装置に試験担体を挿入すること、
　ＩＩ．　少なくとも１つの光源によって試験担体を照射すること、
　ＩＩＩ．　少なくとも１つの検出器を使用して、周囲の光を受光すること、
　ＩＶ．　検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルを評価すること、
　Ｖ．　変調周波数を有する検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナル
を比較することにより、周囲光の障害検出を実施すること。
【００７２】
　方法工程は、所定の順序、すなわち、Ｉ．－ＩＩ．－ＩＩＩ．－ＩＶ．－Ｖ．の順序で
実施されてもよい。しかし、方法工程の他の順序、例えば、ＩＩ．－Ｉ．－ＩＩＩ．－Ｉ
Ｖ．－Ｖ．も実現可能である。さらに、１以上の方法工程は、並列に及び／又は適時重ね
る様式で、例えば、少なくとも部分的に同時に方法工程Ｉ．及びＩＩ．を実施することに
よって、及び／又は、少なくとも部分的に同時に方法工程ＩＩ．、ＩＩＩ．及びＩＶ．を
実施することによって実施されてもよい。さらに、１以上の方法工程は、繰り返し実施さ
れてもよい。従って、一例として、方法工程ＩＩ．及び／又はＩＩＩ．は、反復的に実施
されてもよい。さらに、追加の方法工程は、記載されていないものが存在してもよい。
【００７３】
　特定の実施形態では、第１の周囲光の障害検出工程は、分析装置に試験担体を挿入する
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前に実施されてもよく、第２周辺光の障害検出工程は、分析装置に試験担体を挿入した後
に実施されてもよい。
【００７４】
　これらの全ての実施形態において、周囲光の障害検出工程は、変調周波数を有する少な
くとも１つの検出器シグナルの比較に基づいてもよい。本明細書で使用されるように、周
囲光の障害検出及び変調周波数を有する少なくとも１つの検出器シグナルの比較の文脈に
おいて、変調周波数を指す場合、変調周波数は、具体的には、各変調周波数における検出
器シグナルの周波数成分であってもよく、又は、含んでいてもよい。従って、少なくとも
１つの検出器シグナルの完全又は部分的な周波数分析が実施されてもよく、これにより、
検出器シグナルの周波数成分が得られ、具体的には、変調周波数にて検出器シグナルの周
波数成分が得られる。その結果、本明細書で使用される場合、表現「検出器によって生成
された少なくとも１つの検出器シグナルと、変調周波数とを比較すること」とは、一般的
に、少なくとも１つの条件が満たされるか否かを決定するために、上述した周波数成分が
評価される事実を指すことができる。従って、以下にさらに詳細に概説するように、周波
数成分は、１以上の閾値及び／又は１以上の許容範囲及び／又は１以上の条件と比較され
てもよい。
【００７５】
　周囲光の障害検出工程は、方法工程ａ）－ｄ）を実施する前、例えば、試験担体に体液
のサンプルを適用する前に実施されてもよい。従って、一般的に、方法工程Ｉ．～ＩＩＩ
．は、分析装置に試験担体を挿入することなく、例えば、分析装置の容器を空のまま残す
ことによって実施されてもよい。具体的には、周囲光の障害検出は、試験担体無しで、例
えば、試験ストリップ無し及び／又は試験テープ無しで実施されてもよい。あるいは、試
験担体は、分析装置、例えば、分析装置の少なくとも１つの容器に挿入されてもよく、周
囲光の障害検出工程は、分析装置に試験担体を挿入する少なくとも１つの工程を含んでも
よい。従って、周囲光の障害検出は、任意に、現実的な環境で、分析装置に挿入された試
験担体で実施される。
【００７６】
　周囲光の障害検出は、分析装置の光源を使用することなく、例えば、周辺光を検出する
ことのみによって実施されてもよい。あるいは、周囲光の障害検出は、さらに、少なくと
も１つの光源を用いて実施されてもよい。従って、試験担体が分析装置に挿入されていな
い場合、少なくとも１つの光源は、分析装置の少なくとも１つの空の容器を照射してもよ
い、並びに／又は、試験担体及び／若しくはその一部、例えば、試験担体の試験フィール
ドによって正常に占有されている分析装置内の少なくとも１つのスポット若しくは領域を
照明してもよい。従って、一般に、周囲光の障害検出は、さらに、照射、例えば、少なく
とも１つの光源を使用することによって分析装置及び／又はその一部の照射を意味し得る
。結果して、検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルは、周囲光を原
因とする少なくとも一部、及び、分析装置の少なくとも１つの光源で生成された光を原因
とする少なくとも一部を含んでもよい。
【００７７】
　少なくとも１つの試験担体が周囲光の障害検出を目的として分析装置に挿入された場合
、及び／又は、周囲光の障害検出時には、プロセス自体が、さらに、試験担体に体液のサ
ンプルを適用すること意味してもよい。後者の場合、周囲光の障害検出は、具体的には、
試験担体に体液のサンプルを適用する前、例えば、周囲光の障害検出のために少なくとも
１つの検出器シグナルを検出する前、及び／又は、光源がオンにされる前、及び／又は、
光源がオンにされた後、に実施されてもよい。その他の選択肢が可能である。
【００７８】
　検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルと変調周波数とを比較する
ことによって、周囲光の障害検出を実施することは、さらに、変調周波数における少なく
とも１つの検出器シグナルの周波数成分と、１以上の閾値及び／又は状態及び／又は許容
範囲との比較、例えば数学的な比較を意味し得る。この目的のために、単独で又は組み合
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わせ様式で、生の値としての、又は、フィルタリング又は正規化等の１以上の前処理工程
を実施後の、少なくとも１つの検出器シグナルの周波数成分は、１以上の閾値及び／又は
状態及び／又は許容範囲と比較されてもよい。一例として、生シグナルとしての、又は、
１以上の前処理工程を行った後の、少なくとも１つの検出器シグナルの２以上の周波数成
分は、例えば、商及び／又は２以上の周波数成分間の差を使用することによって組み合わ
せられてもよく、この演算の結果は、１以上の閾値及び／又は状態及び／又は許容範囲と
比較してもよい。周囲光の障害検出は、この比較の結果に依存してもよい。従って、一例
として、１以上の閾値が超えている場合及び／又は結果が１以上の許容範囲外であること
が発見された場合及び／又は１以上の障害条件が満たされることが発見された場合、周囲
光を原因とする障害が検出されてもよく、任意に、１以上の適切な行動、好ましくは自動
で、例えば、警告を提供すること、及び／又は、さらなる測定を防止することが実施され
てもよい。追加的又は代替的に、少なくとも１つの検出器シグナル、１以上の複数の検出
器シグナル又は少なくとも１つの検出器シグナルの少なくとも１つのシグナル成分に障害
があることが見出された場合、例えば、周囲の光による障害に起因する場合、それぞれの
障害がある測定シグナル又は測定シグナル成分又は各変調周波数は、体液中の少なくとも
１つの分析物の濃度を決定するための方法から除外されてもよい。従って、一例として、
周囲光の障害検出は、少なくとも２以上の変調周波数の１以上がそれぞれ少なくとも１つ
の変調周波数に対する復調された検出器シグナルが障害を有しているかどうかを決定して
もよく、それぞれの少なくとも１つの変調周波数を除外してもよく、それは、分析物濃度
の決定から「障害のある変調周波数」と表記されてもよい。従って、一例として、障害の
ある変調周波数は、分析物濃度を決定するために、別の変調周波数で置き換えてもよい。
追加的又は代替的に、「障害のある復調された検出器シグナル」とも呼ばれる、障害のあ
る変調周波数に対する少なくとも１つの復調された検出器シグナルは、さらに、評価から
除外してもよい、及び／又は、他の復調された検出器シグナルと比較されるように、より
低い重み付け係数（ｌｏｗｅｒ　ｗｅｉｇｈｔｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒ）と共に使用しても
よい。復調された検出器シグナルは、分析物濃度の平均値、例えば、加重平均値、具体的
には移動（ｓｌｉｄｉｎｇ）平均又は加重移動平均（ｗｅｉｇｈｔｅｄ　ｓｌｉｄｉｎｇ
　ａｖｅｒａｇｅ）、を決定するために使用してもよい。平均化は、分析物濃度の決定前
、決定する間、又は決定後に実施されてもよい。従って、分析物濃度の決定は、復調され
た検出器シグナルの１つ、１以上、又は全てに基づいて実施されてもよく、例えば、入力
変数としての復調された検出器シグナルと、出力変数としての分析物濃度との間の共通の
相関を使用することによる、並びに／又は、入力変数としての復調された検出器シグナル
を独立して使用して分析物濃度を独立して決定し、続いて、例えば平均（ｍｅａｎ）又は
平均値（ａｖｅｒａｇｅ　ｖａｌｕｅ）又は加重平均値を決定することによる独立した結
果を組み合わせることによるなど、実施されてもよい。その中で、１以上の復調された検
出器シグナルが、周囲光の障害検出の間、障害復調された検出器シグナルとして決定され
る場合、１以上の障害復調された検出器シグナルは、分析物濃度の決定から除外されても
よく、及び／又は、低い重み付けで使用されてもよく、例えば、障害がない復調された検
出器シグナルと比較して、加重平均において、低い重み付け係数を使用することによる。
【００７９】
　試験担体は、分析装置の容器に挿入されてもよい。試験担体及び／又は分析装置及び／
又は光源及び／又は検出器は、方法工程ａ）～ｄ）で使用される装置と同一であってもよ
い。追加的又は代替的に、しかしながら、少なくとも１つの追加の光源及び／又は少なく
とも１つの追加の検出器は、周囲光の障害検出工程専用である。当該装置の可能な実施形
態及び定義の説明に対して、方法ａ）～ｄ）で使用される上述の装置及び本発明の上述の
分析装置が参照とすることができる。一般に、当該装置の他の構成も可能である。
【００８０】
　表現「周囲光」は、提案された方法を実行する時に存在する任意の光源によって放射さ
れる光、例えば、太陽の光、人工光源の光、と理解され得る。周囲光の障害検出工程は、
周囲光内の１以上の可能な変調周波数の関与を判定するために、例えば、方法工程ａ）～
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ｄ）を実施する前に、実施されてもよい。
【００８１】
　検出器は、周囲光を受光してもよく、少なくとも１つの検出器シグナルを生成してもよ
い。検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルは、周囲光内の１以上の
可能な変調周波数の関与について評価されてもよい。評価は、少なくとも１つの検出器シ
グナルと、光源を変調するために使用することができる少なくとも１つの変調周波数及び
／又は変調周波数のセットとの比較を含んでもよい。周囲光が、光源を変調するために使
用され得る少なくとも１つの変調周波数の関与を示す場合、少なくとも１つの変調周波数
は、分析物濃度の評価に考慮されなくてもよく、及び／又は、周波数のセットが変えられ
てもよい。
【００８２】
　上記で概説したように、方法工程ｄ）は、検出器によって生成された少なくとも１つの
検出器シグナルを評価することにより分析物の濃度を決定することを意味する。本明細書
で使用される場合、少なくとも１つの検出器シグナルの評価は、一般に、少なくとも１つ
の検出器シグナルから分析物の濃度を導出するための任意のアルゴリズムを指す。アルゴ
リズムは、評価関数などの分析的アルゴリズムであってもよく、又は含んでもよい。追加
的に又は代替的に、任意の他のタイプのアルゴリズムは、分析物の濃度に検出器シグナル
の具体的な値を割り当てるように適合されたルックアップテーブル又は任意の他のアルゴ
リズムなどを使用してもよい。当該アルゴリズムは、一般的に当業者に知られている。一
例として、検出器シグナルの配列を含む測定曲線の最終値は、特性値として使用すること
ができ、分析物濃度は、その誘導されたものであり得る。従って、一例として、欧州特許
第０８２１２３４号明細書及び米国特許出願公開第２００２／０１４６８３５号明細書で
開示されたようなアルゴリズムが使用されてもよく、それは、測定曲線を直接又は間接的
に１以上の閾値と比較される。従って、一例として、欧州特許第０８２１２３４号明細書
は、測定曲線の傾きが、色の差分値を導出して、所定の閾値とこれらの差分値を比較する
ことによって決定する方法を開示する。これにより、検出反応の終点（ｅｎｄ　ｐｏｉｎ
ｔ）を決定し得る。同様に、米国特許出願公開第２００２／０１４６８３５号明細書にお
いて、終点は、所定の間隔における試験要素（ｔｅｓｔｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔ）の中間
分析物レベルを計算し、（ｎ－５）番目の測定に対する（ｎ）番目の測定に相当する比率
値を計算することによって決定される。２つの連続する比の値が、所定の値より低い又は
等しい場合、終点に到達しているとみなされ、最終分析物レベルが決定され得る。
【００８３】
　さらに、１以上のフィッティングアルゴリズムを用いるいくつかの評価アルゴリズムは
、当該技術分野で知られており、検出器シグナルを含む測定曲線が、１以上のフィット関
数（ｆｉｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を使用して分析される。従って、国際公開第２０１１／
０６１２５７号には、測光曲線が測定される体液を分析するための方法及び装置が開示さ
れている。光伝送システムの伝送動作は、２つの異なる測定波長での測定値を検出するこ
とによって制御される。さらに、フィット関数は、２つの測定曲線に対して生成され、適
合曲線を外挿することにより、測定値のオフセットが決定される。米国特許出願公開第２
００８／００８７８１９号明細書中において、流体サンプルを分析するための方法が開示
されており、ここで、再び、２つの異なる波長が、２つの測定曲線を導出するために使用
されている。測定曲線は、後続の指数立ち下がりを有する指数関数的上昇を使用し、２つ
の異なるタイプの経時的な定数を有する適切な適合アルゴリズムを実行することによって
、適合される。
【００８４】
　国際公開第０１／２５７６０号には、サンプル流体と分析物ストリップ上の試薬との反
応を測定する適切な時間を決定する、タイミングに依存しない方法が開示される。その中
において、サンプル流体が塗布されたマトリックスの特性の測定曲線は、定期的にサンプ
ル流体適用前及び後の両方で測定される。続いて、この測定曲線を、時間又は様々な直線
的時間において独立した関数へ変換する。変換された関数の二次導関数は、第２導関数が
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所定の閾値を下回ったときに、決定するためにその後分析される。この時点で、変換され
た関数は、サンプル流体中の分析対象物濃度をもたらす。欧州特許出願公開第１４１３８
８３号明細書には、終点型反応プロファイルの分析時間を減少させる方法が開示されてい
る。当該目的のために、検出反応が開始され、３つの異なる時点における、検出反応に関
連した観察可能の値又はレベルの、少なくとも３つの測定値を取得する。続いて、観察可
能の終点の値は、適切なフィット関数を使用して、測定値から推定される。国際公開第２
００６／１３８２２６号に、サンプル中に含まれる分析物の濃度を計算するための配列（
ａｒｒｅｎｇｅｍｅｎｔ）及びアルゴリズムが開示されている。その中では、試験化学物
質の色変化率を検出し、ヘマトクリットが、色変化率から導出される。ヘマトクリット値
を示す適切な補正係数は、グルコース濃度を補正するために使用される。
【００８５】
　当該アルゴリズム及び／又は当業者に公知の任意の他の評価アルゴリズムは、方法工程
ｄ）を実施するために使用されてもよく、ここで、特定の実施形態では、障害がない検出
器シグナルのみが、分析物濃度を決定するために、方法工程ｄ）で使用される。
【００８６】
　方法工程ｄ）は、さらに、データ処理装置及び／又はコンピュータを用いて実施されて
もよい。例えば、障害検出は、データ処理装置及び／又はコンピュータを用いて、特に、
復調された検出器シグナルの比較により実施されてもよい。
【００８７】
　また、特定の周波数に対する障害検出及び／又は特定の周波数に対する再発する障害の
検出情報を格納することが可能である。従って、方法は、将来の測定で使用するために、
少なくとも１つのデータメモリにおいて、以前の障害検出の情報を格納することを意味し
得る。一例として、障害があることが知られている及び／又は障害がないことが知られて
いる１以上の変調周波数に関する情報は、少なくとも１つのデータメモリに格納されても
よい。従って、影響を受けない又は障害がない周波数を有する測定を開始することが可能
である。方法は、自動で又はユーザによる手動調整によって、１以上の変調周波数が、以
前の測定からなど、障害がないことが知られているように選択されるように実施されても
よい。従って、方法を実施する分析装置は、ユーザに２以上の変調周波数を提供するよう
に適合されてもよく、及び／又は、自動的に、例えば、ユーザ入力の必要がなく、少なく
とも以前の測定から障害がないことが知られている２以上の信頼性の高い変調周波数を選
択するように適合されていてもよい。
【００８８】
　特定の実施形態において、方法はさらに、以下の方法工程の１つ又はそれ以上又は全て
を含んでもよく、それは、実施形態において、方法工程ａ）を実施する前、すなわち、体
型のサンプルを試験担体に適合する前であってもよい：
　ｉ．　分析装置に試験担体を挿入すること、
　ｉｉ．　障害検出を開始すること、
　ｉｉｉ．　ドライエンプティ－値を取得すること。
【００８９】
　方法工程ａ）からｄ）に関して上記で概説したように、当該方法工程ｉ．～ｉｉｉ．は
、所定の順序で、及び／又は、当業者には明らかな任意の他の実行可能な順序で実施され
てもよい。さらに、当該付加的な方法工程の１つ又はそれ以上又は全ては、方法工程ａ）
からｄ）の１以上と組み合わせられてもよい。
【００９０】
　分析装置のさらなる詳細については、下記のように本発明の第２の態様の開示が参照と
され得る。
【００９１】
　本発明に係る方法は、当業者には明らかであるように、測光の任意の合理的な時点にお
いて、基本的に障害検出を実施することを可能にする。さらに、使用される影響を受けや
すい周波数から影響をうけない周波数へと変化させることにより、周囲光の障害によって
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引き起こされる障害のある又は不正確な測定値を回避することが可能である。これは、測
定の非常に早い段階で、例えば、ドライエンプティ－値を決定する間、分析物の濃度の評
価値を比較する代わりに、復調された検出器シグナルを比較することによって達成される
。さらに、これは、変調周波数の複数のセットを使用することによって達成される。従っ
て、障害検出の場合、周波数セットを変更することが可能である。一般的に、周波数変更
の量は限定されない。しかし、使用される測定装置の整定時間を考慮しなければならない
ことがある。
【００９２】
　また、測定の非常に早い段階において、記述された障害検出は、試験担体に体液のサン
プルを適用する前に障害を検出することにより、分析物の決定された濃度値の頑健性（ｒ
ｏｂｓｔｎｅｓｓ）を保証する可能性を提供する。周波数のセットの事前選択は、試験担
体に体液のサンプルを適用する前に、１以上の周波数の変更及び／又は１以上の障害検出
を実施することで可能である。従って、最も影響を受けにくい周波数のセットは、予め選
択することが可能である。
【００９３】
　例えば、方法は、２つの変調周波数、１，４８８ｋＨｚと１，５８７ｋＨｚを用いて実
施してもよい。当該周波数のセットのドライエンプティ－値を決定する間に発生する復調
された検出器シグナルが、ある閾値を超えて矛盾を示す場合、当該ペアは障害として検出
されてもよく、拒絶されてもよい。この場合、周波数のセットは、周波数の別のセット、
例えば、１３０２ｋＨｚ及び１３８９ｋＨｚへ変更してもよい。再び、当該周波数のセッ
トが、特定の閾値を超えて矛盾を示す場合には、このペアが障害として検出されてもよく
、拒絶されてもよい。再度、周波数の第２のセットが、周波数の別のセット、例えば、１
６４５ｋＨｚ及び１７５４ｋＨｚに変更されてもよい。周波数の第３のセットが障害であ
るものとして検出されない場合、サンプルが担体へと適用され、分析物の濃度の測定が開
始される。
【００９４】
　追加的又は代替的に、１つの閾値と復調された検出器シグナルとの比較のために、２以
上の閾値が確立されてもよい。少なくとも１つの閾値は、少なくとも１つの所定の閾値で
あってもよく、又は含んでもよく、及び／又は、少なくとも１つの調整可能な閾値であっ
てもよく、又は含んでもよく、それは、手動及び／又は自動で調節可能である。例として
、１つの狭い閾値、例えば０．５％の復調された検出器シグナルの偏差、及び、１つのよ
り広い閾値、例えば１～２％の復調された検出器シグナルの偏差である。復調された検出
器シグナルの偏差が狭い閾値の範囲内にある場合、警告は、測定が疑わしいことをユーザ
に表示するために生成されてもよい。代わりに、復調された検出器シグナルの偏差が広い
閾値範囲内にある場合、影響を受けやすい周波数の変更又は測定の中断が実施されてもよ
い。
【００９５】
　別の実施形態では、２以上の周波数は、光源の変調のために使用されてもよい。例えば
、３、４又は４以上の周波数は、光源、例えば、ｆi、ｆii、ｆiiiを変調するために使用
されてもよい。本実施形態において、３つの変調周波数のための３つの復調された検出器
シグナルが生成され、比較されてもよい。従って、周波数の１つのみが影響を受けやすい
場合、分析物濃度の評価に、障害がない復調された検出器シグナルのみを使用することが
可能である。得られた検出器シグナルは、障害がない復調された検出器シグナルの平均値
として決定され得る。例えば、周波数ｆiが影響を受けやすく、ｆii及びｆiiiがそうでな
い場合、例えば、分析物濃度の評価には、周波数ｆii及びｆiiiのみを考慮することも可
能である。一例として、方法は、３つの復調された検出器シグナルのすべてが異なる値を
示す場合にのみ中止されてもよい。従って、周波数のセット全体を変更無しに、周波数の
１つ対して障害検出がある場合であっても、分析物の濃度を決定することは可能である。
【００９６】
　例えば、一実施形態では、２つの発光ダイオードを光源として使用してもよい。光源の
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１つのシグナルは、３つの周波数、例えば、ｆ1a＝９７７Ｈｚ、ｆ1b＝１４６５Ｈｚ、ｆ

1c＝１９５３Ｈｚで変調され得る。他の光源のシグナルは、他の３つの周波数、例えば、
ｆ2a＝１１７２Ｈｚ、ｆ2b＝１５６３Ｈｚ、ｆ2c＝２３４４Ｈｚで変調され得る。障害検
出の間、第１の工程では、ｆ1a及びｆ1bの復調された検出器シグナルが比較されてもよい
。第２の工程では、これらの復調された検出器シグナルは、ｆ1cの復調された検出器シグ
ナルと比較されてもよい。平均検出出力シグナルは、等しい値からのみ評価されてもよく
、ここで、等しいとは、ある閾値以内に等しいことを示す。平均検出出力シグナルを評価
するために、少なくとも２つの値が必要とされ得る。全ての復調された検出器シグナルが
所定の閾値を超えて異なる場合にエラー値が生成され、影響を受けやすい周波数以外の変
更が実施され得る。同じ方法が、第２の光源の周波数にも適用され得る。２つの決定され
た平均値は、さらに、分析物の濃度を決定するために評価されてもよい。測定のこの後期
段階では、２つの決定された分析物濃度を比較することがさらに可能であり得る。２つの
測定結果が等しくない場合、警告及び／又はエラー値が発行されてもよい。
【００９７】
　本発明のさらなる態様では、少なくとも１つの試験担体を受容するための少なくとも１
つの容器を含む、体液中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定するための分析装置が開
示されている。本明細書で使用される場合、一般に、分析装置は、体液中の１以上の分析
物の濃度を決定するために、少なくとも１つの分析を実行するように構成された装置を意
味する。分析装置は、手持ち式装置であってもよく、又は固定又はポータブル装置であっ
てもよい。
【００９８】
　体液の少なくとも１つのサンプルを試験担体にも適用可能である。この態様を達成する
ために、分析装置は、試験担体を容器へ挿入する前に、及び／又は、試験担体が容器へ挿
入された状態で、体液のサンプルが試験担体に適用することができるように調整すること
ができる。最初の場合、容器は、試験担体と、そこへ適用されるサンプルとが容器に挿入
され得るように設計されてもよい。後者の場合、容器は、少なくとも１つの適用位置を有
する試験担体の少なくとも一部が、サンプルの適用を可能とするために、ユーザにアクセ
ス可能であるように設計されてもよい。
【００９９】
　分析装置は、本発明の第１の態様に記載の方法に係る方法を実行するように構成されて
もよい。可能な実施形態及び定義の説明については、本発明に係る上記の方法が参照とさ
れ得る。
【０１００】
　本明細書で使用されるように、容器は、試験担体の挿入を可能にするように構成されて
いる、任意の形状の装置であってもよい。容器は、さらに、試験担体に体液サンプルの適
用を可能にするように適合され得る。容器は、一般的に、少なくとも１つの所定の位置に
試験担体を保持するための少なくとも１つの手段を含んでもよい。従って、一例として、
容器は、スロット、ガイドする構造、ホルダー、チャンバーの１以上を含んでいてもよい
。他の種類の容器も実行可能である。容器は、測光中、位置に試験担体を保持するように
適合されてもよい。容器は、試験担体を容器へと挿入するように適合させた少なくとも１
つの開口部、例えば、スロット開口部、長方形の開口部、円形の開口部の１以上を含んで
もよい。
【０１０１】
　分析装置は、さらに、試験担体を照射することに適合した少なくとも１つの光源と、試
験担体によって送信された光を受信することに適合した少なくとも１つの検出器とを含む
。光源の潜在的な実施形態に対して、上記で与えられた、又は、以下にさらに詳細に与え
られた定義若しくは実施形態が、参照となり得る。
【０１０２】
　分析装置は、検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルを評価するこ
とにより分析物の濃度を決定するために適合された少なくとも１つの評価ユニットを備え
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ている。本明細書で使用される場合、評価ユニットは、一般に、検出器によって生成され
た少なくとも１つの検出器シグナルを評価するように構成された装置又は複数の装置のシ
ステムを指す。例えば、評価ユニットは、データを処理する装置及び／又はコンピュータ
を含んでもよい。従って、一例として、マイクロプロセッサは、評価ユニット内に統合さ
れてもよい。追加的又は代替的に、外部のデータ処理装置は、１以上のパーソナルコンピ
ュータ、１以上のコンピュータネットワーク又は１以上の他のタイプのデータ処理装置な
どの、分析装置に含まれてもよい。
【０１０３】
　分析装置は、さらに、少なくとも２つの変調周波数を使用して、光源を変調するために
適合された少なくとも１つの変調装置を含む。本明細書で使用される場合、変調装置は、
一般に、上記で定義された変調を実施するように構成された少なくとも１つの装置を指す
。従って、変調装置は、一般に、少なくとも１つの光源及び／又は少なくとも１つの光源
によって放出された光の変調された少なくとも１つのパラメータに、定期的に適合されて
もよい。
【０１０４】
　シグナル源は、少なくとも２つの変調周波数を有する１以上の制御シグナルを生成する
ように適合されてもよい。特に、変調装置は、少なくとも３つの変調周波数を使用して光
源を変調するように適合されている。
【０１０５】
　分析装置は、少なくとも２つの復調された検出器シグナルを生成するために、少なくと
も２つの変調周波数を有する検出器シグナルを復調することに適合した少なくとも１つの
復調装置をさらに含み、各復調された検出器シグナルが、変調周波数の１つに相当する。
本明細書で使用される場合、復調装置は、一般に、上記で定義された復調処理を実施する
ように適合されている装置を指す。従って、復調装置は、少なくとも２つの変調周波数で
変調されたシグナルを復調するように適合され得る。復調装置は、復調が、独立して、１
以上の復調周波数で検出器シグナルを乗算すること、及び、１以上のローパスフィルタを
使用して結果をフィルタリングすることを含むように適合されてもよい。また、復調装置
は、復調が、変調周波数で検出器シグナルを乗算する前に、少なくとも１つのバンドパス
フィルタを使用して、検出器シグナルをフィルタリングすることを含むように適合されて
もよい。特定の実施形態では、バンドパスフィルタは、手動及び／又は自動で調節可能で
ある。
【０１０６】
　復調装置は、少なくとも１つのロックイン増幅器を含んでもよい。例えば、ロックイン
増幅器は、単相ロックイン増幅器であってもよく、又は、含んでもよい。単相ロックイン
増幅器は、１つの参照シグナルを使用する単一のロックイン構造を含んでもよい。実施形
態において、ロックイン増幅器は、例えば、位相独立にするため、デジタル二相ロックイ
ン増幅器であってもよい。デジタル二相ロックイン増幅器は、二重ロックイン構造を含ん
でもよい。二重ロックイン構造は、それぞれが参照シグナルを含む２つの単一ロックイン
構造を含んでもよい。参照シグナルは、光源が変調されることによる同一の変調周波数で
変調されたものであってもよく、及び／又は、変調されてもよい。二重ロックイン構造の
参照シグナルの１つは、シフトされてもよく、例えば、参照シグナルが９０°シフトされ
てもよい。二相ロックイン増幅器の出力シグナルは、二乗された個々のシグナルの和の平
方根に依存してもよい。本明細書で使用する用語「ロックイン増幅器」は、「二相ロック
イン増幅器」の同義語として使用されてもよい。
【０１０７】
　分析装置は、さらに、少なくとも２つの復調された検出器シグナルの比較に基づいて障
害検出を行うために適合された少なくとも１つの障害検出装置を含む。障害検出装置は、
上述の障害検出を実行するように構成された装置又は装置のシステムである。障害検出装
置は、データを処理する装置及び／又はコンピュータを含んでもよい。障害検出装置は、
完全に若しくは部分的に評価装置の一部であってもよく、及び／又は、完全に若しくは部
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分的に独立した装置として具現化されてもよい。また、障害検出装置は、オンライン障害
検出として、障害検出を実行するように適合されてもよく、それは、持続的に又は反復的
に実行されてもよい。本明細書で使用される場合、オンライン障害検出は、一般に、測光
の測定手順中に、例えば、分析物濃度を決定する間に実行される障害検出を指す。
【０１０８】
　障害検出の潜在的な実施形態の詳細について、上記で与えられる及び／又は以下にさら
に詳細に与えられる方法の開示が参照とされ得る。障害検出装置は、少なくとも２つの復
調された検出器シグナルの比較が、以下：該復調された検出器シグナルの少なくとの１つ
と、該復調された検出器シグナルの少なくとも別の１つとの比較；該復調された検出器シ
グナルの少なくとも１つと、該復調された検出器シグナルの少なくとも１つの平均値との
比較；該復調された検出器シグナルの少なくとも１つと、少なくとも１つの閾値との比較
、からなる群から選択された少なくとも１つのアルゴリズムを含むように、適合されても
よい。例えば、障害検出装置は、該少なくとも２つの復調された検出器シグナルの該比較
が、少なくとも第１の該復調された検出器シグナルの１つと、少なくとも第２の該復調さ
れた検出器シグナルの１つとを比較すること、及び、該第１の復調された検出器シグナル
が、該第２の復調された検出器シグナルから、所定の許容範囲以上、好ましくは、０～２
％の許容範囲、より好ましくは、０～１％の許容範囲外れる場合、該第１の復調された検
出器シグナルは障害があると判定されること、を含む。
【０１０９】
　一般的には、障害検出装置は、障害検出が障害のある復調された検出器シグナルを検出
することを含むように適合されてもよい。特定の実施形態では、障害検出装置は、障害検
出が、さらに、障害がある復調された検出器シグナルを拒絶すること、及び、体液中の少
なくとも１つの分析物の濃度を決定するために、障害がない復調された検出器シグナルの
みを使用することを含むように適合されてもよい。本発明の範囲内で使用されるように、
拒絶は、一般的に、障害があるものと認識されている復調された検出器シグナルのさらな
る使用を防止する方法を指す。拒絶は、自動的に障害のある復調された検出器シグナルの
使用を防止する自動拒絶であってもよい。追加的又は代替的に、拒絶は、半自動及び／又
は手動での拒絶であってもよく、例えば、特定の変調周波数又は復調された検出器シグナ
ルは障害であることを示す警告をユーザに提供することによる。
【０１１０】
　具体的には、復調装置は、復調された検出器シグナルのそれぞれが測定値の配列を含む
ように適合されてもよく、ここで、障害がある復調された検出器シグナルを拒絶すること
は、以下：障害があると決定さている現在の測定値を拒絶すること；少なくとも１つの測
定値に障害があるものと決定される場合に、測定値の全体配列を拒絶すること、からなる
群から選択される拒絶アルゴリズムを含んでもよい。分析装置は、全ての復調された検出
器シグナルが障害である場合に、分析物の濃度を決定することが中止されるように適合さ
れてもよい。また、分析装置は、分析物の濃度の決意が中止された場合、中止を示す出力
が発行されるように適合されてもよい。
【０１１１】
　さらに、追加の又は代替的に、障害検出装置は、障害検出が、障害があると判定された
復調された検出器シグナルに対して、障害の程度を決定することを含むように適合されて
もよい。評価ユニットは、少なくとも１つの障害復調された検出器シグナルが、分析物の
濃度を決定するために使用されるように適合されてもよく、ここで、障害の度合いは考慮
される。
【０１１２】
　特定の実施形態において、少なくとも１つの光源は、少なくとも２つの変調周波数で変
調されている少なくとも１つの第１の光源と、第１の光源が変調されることによる少なく
とも２つの変調周波数とは異なっている少なくとも２つの変調周波数によって変調されて
いる少なくとも１つの第２の光源とを含んでもよい。各光源に対して、それぞれ変調周波
数を有する少なくとも２つのシグナルは、シグナル源によって生成されてもよい。ミキサ
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ユニットにおいて、制御するための１つの制御シグナルは、各光源対する２つのシグナル
を混合すること、特に、合計することにより生成される。２つの光源のそれぞれは、生成
された制御シグナルの一つによって制御されてもよく、試験担体を照射してもよい。送信
された光は、検出器によって検出されてもよい。本実施形態では、復調装置は、少なくと
も２つの復調された検出器シグナルが、第１の光源が変調されることによる変調周波数に
対して生成されるように適合されてもよく、ここで、少なくとも２つの復調された検出器
シグナルは、第２の光源が変調されることによる変調周波数に対する変調周波数のために
生成される。従って、障害検出装置は、第１の光源が変調されることによる変調周波数に
対する復調された検出器シグナル、及び、第２の光源が変調されることによる変調周波数
に対する復調された検出器シグナルの両者に対し、実施されるように適合されてもよい。
【０１１３】
　別の実施形態では、復調装置は、各復調された検出器シグナルが単一の測定値の配列を
含むように適合されてもよく、ここで、障害検出装置は、障害検出が、単一の測定値の比
較に基づくように適合されてもよい。単一の測定データを比較することの利点は、比較が
測定の初期段階で起こること、及び、当該測定データが、計算及び／又は統合のような決
定される評価工程が無いので素早く利用可能であり得ること、である。
【０１１４】
　障害検出装置は、障害検出が、試験担体に体液のサンプルを適用する前に少なくとも一
回実行されるように適合されてもよい。分析装置は、試験担体に体液のサンプルを適用す
る前に、検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルを評価することによ
って、少なくとも１つのドライエンプティ－値を決定するように適合されてもよい。障害
検出装置は、障害検出がドライエンプティ－値を決定する間に、少なくとも一回実行され
るように適合されてもよい。従って、障害検出は、体液中の分析物の濃度を決定する前に
実施されてもよい。従って、試験担体にサンプルを適用する前に、測定を中止することが
可能で有り、そのため、挿入された試験担体は、まだ使用可能ではなく、拒絶されない。
【０１１５】
　本発明の更なる態様では、上述の分析装置を含む、体液中の少なくとも１つの分析物を
測定するための分析システムが開示されている。従って、一般的に、本明細書中で使用さ
れる分析システムは、少なくとも１つの分析装置と、独立した実体（ｅｎｔｉｔｙ）とし
ての少なくとも１つの試験担体との組み合わせを意味するものであって、独立した実体は
、独立して処理され又は組み合わせて処理され、かつ、少なくとも１つの体液中の少なく
とも１つの分析物の濃度を決定するために協働し得るものである。可能な実施形態及び定
義の説明については、本発明に係る上記方法及び上記の分析装置を参照とすることが可能
である。
【０１１６】
　分析システムは、少なくとも１つの試験担体を含む。試験担体は、試験ストリップ、試
験テープ、試験ディスク、及び、少なくとも１つの試験化学物質と少なくとも１つのラン
セット要素（ｌａｎｃｅｔ　ｅｌｅｍｅｎｔ）とを有する統合された試験担体、からなる
群から選択されてもよい。
【０１１７】
　本明細書で使用されるように、ランセット要素は、体液の少なくとも１つのサンプルを
生成するために、ユーザの皮膚へ穿刺及び／又は切断するように構成された任意の要素で
あってもよい。ランセット要素は、１以上の円形チップ（ｔｉｐ）、尖ったチップ、平坦
なチップ、針及びエッジを含んでもよい。ランセット要素は、さらなる要素、例えば、体
液のサンプル、特に毛細管を採取及び／又は輸送するように構成された要素を含んでもよ
い。
【０１１８】
　試験担体は、少なくとも１つの基材及び該基材に適用される少なくとも１つの試験化学
物質を含んでもよく、ここで、該試験化学物質は、検出される分析物の存在下で少なくと
も１つの検出反応を実行し、検出により少なくとも光学的に検出可能な性質を変化するよ
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うに構成されていてもよい。光学的に検出可能な性質は、検出反応によって変化する任意
の光学的な性質であってもよく、その測定は、そのために、検出反応の進行、程度又は状
態に関する情報の少なくとも１つの項目を提供し得る。特定の実施形態では、少なくとも
１つの光学的に検出可能な情報は、色、送信（ｒｅｍｉｓｓｉｏｎ）等の反射特性、及び
試験化学物質の蛍光、からなる群から選択される。他の実施形態も可能である。
【０１１９】
　上記で詳述したように、光源は、少なくとも２つの周波数を使用してもよい。記載され
る装置及び／又はシステムは、障害の場合に信頼できる測定結果を可能にする。記載され
る装置及び／又はシステムは、障害がある周波数を使用する及び／又は検出する場合でも
動作可能である。
【０１２０】
　本発明はさらに、プログラムが、分析装置内に存在するプロセッサ上、コンピュータ上
又はコンピュータネットワーク上で実行される場合に、本明細書中に付属の実施形態の１
以上の本発明及び／又はその一部に係る方法を実行するためのコンピュータ実行可能な命
令（ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ）を含むコンピュータプログラムを開示及び提案する。具
体的には、コンピュータプログラムは、コンピュータ可読データキャリア上、例えば、フ
ラッシュＲＯＭなど、例えば、コンピュータ可読データキャリア及び／又は試験担体のＲ
ＯＭ（例えば、フラッシュＲＯＭなど）などのＲＯＭ上で、格納されてもよい。従って、
具体的には、上記で示されるような方法工程ａ）～ｄ）の１つ、１以上又は全ては、分析
装置、コンピュータ又はコンピュータネットワーク中に存在するプロセッサを使用するこ
とによって、好ましくは、コンピュータプログラムを使用することによって実行されても
よい。具体的には、方法工程ｄ）に開示されている分析物の濃度を決定すること、少なく
とも１つの検出器シグナルの復調、及び、障害検出、の１以上は、分析装置内に存在する
プロセッサ、コンピュータ又はコンピュータネットワークを使用することによって実行さ
れ得る。
【０１２１】
　本発明はさらに、プログラムが、分析装置内に存在するプロセッサ上、コンピュータ上
又はコンピュータネットワーク上で実行される場合に、本明細書中に付属の実施形態の１
以上の本発明及び／又はその一部に係る方法を実行するためのプログラムコード手段を有
するコンピュータプログラム製品を開示及び提案する。具体的には、プログラムコード手
段は、コンピュータ可読データキャリアに格納されてもよい。
【０１２２】
　さらに、本発明は、格納されたデータ構造を有するデータキャリアを開示及び提案し、
それは、分析装置内に存在するデータストレージ、コンピュータ又はコンピュータネット
ワーク、例えば、コンピュータ又はコンピュータネットワークのワーキングメモリ若しく
はメインメモリにロードした後、本明細書に開示された１以上の実施形態に係る方法及び
／又はその一部を実行してもよい。
【０１２３】
　本発明はさらに、プログラムが、分析装置内に存在するプロセッサ上、コンピュータ上
又はコンピュータネットワーク上で実行される場合に、本明細書に開示された１以上の実
施形態に係る方法及び／又はその一部を実行するための、機器（ｍａｃｈｉｎｅ）可読キ
ャリア上に格納されたプログラムコード手段を有するコンピュータプログラム製品を提案
及び開示する。本明細書で使用される場合、コンピュータプログラム製品は、取引可能な
商品としてのプログラムを指す。製品は、一般に、任意の形式、例えば、紙の形式で、又
はコンピュータ可読データキャリア上に存在し得る。具体的には、コンピュータプログラ
ム製品は、データネットワークを介して配信されてもよい。
【０１２４】
　最後に、本発明は、本明細書に開示された１以上の実施形態に係る方法及び／又はその
一部を実行するための、分析装置内に存在するプロセッサ、コンピュータシステム又はコ
ンピュータネットワークにより可読可能なインストラクションを含む、変調されたデータ
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シグナルを提案及び開示する。
【０１２５】
　好ましくは、本発明のコンピュータ実施態様を参照した場合、本明細書に開示された１
以上の実施形態に係る方法の方法工程の１以上又は全部が、分析装置内に存在するプロセ
ッサ、コンピュータ又はコンピュータネットワークを用いて実行され得る。従って、一般
的に、データの提供及び／又は操作を含む任意の方法工程は、分析装置内に存在するプロ
セッサ、コンピュータ又はコンピュータネットワークを用いて実行され得る。一般に、こ
れらの方法工程は、典型的には、手作業を必要とする方法工程、例えば、実際の測定を実
施するサンプル及び／又は特定の態様を提供すること、を除いて、任意の方法工程を含ん
でもよい。
【０１２６】
具体的に、本発明はさらに、以下を開示する：
　－少なくとも１つのプロセッサを含む分析装置、コンピュータ又はコンピュータネット
ワークであって、ここで、該プロセッサは、本明細書に記載される１つの実施形態に係る
方法及び／又はその一部を実行するように適合されている、
　－データ構造がコンピュータ上で実行中に、本明細書に記載される１つの実施形態に係
る方法及び／又はその一部を実行するように適合された、コンピュータにロード可能なデ
ータ構造、
　－コンピュータプログラムであって、ここで、該コンピュータプログラムは、分析装置
内に存在するプロセッサ上又はコンピュータ上で実行されている間、本明細書に記載され
る１つの実施形態に係る方法及び／又はその一部を実行するように適合されている、
　－コンピュータプログラムが分析装置内に存在するプロセッサ上、コンピュータ上又は
コンピュータネットワーク上で実行されている間、本明細書に記載される１つの実施形態
に係る方法及び／又はその一部を実行するためのプログラム手段を含むコンピュータプロ
グラム、
　－前記実施形態に係るプログラム手段を含むコンピュータプログラムであって、ここで
、該プログラム手段は、コンピュータ可読記憶媒体上に格納されている、
　－記憶媒体であって、ここで、データ構造が記憶媒体に格納されるものであり、ここで
、データ構造が、分析装置、コンピュータ若しくはコンピュータネットワークのメイン及
び／又はワーキングストレージへロードされた後に本明細書に記載される１つの実施形態
に係る方法及び／又はその一部を実行するように適合されている、並びに、
　－プログラムコード手段を有するコンピュータプログラム製品であって、ここで、該プ
ログラムコード手段は、プログラムコード手段が分析装置上、コンピュータ上又はコンピ
ュータネットワーク上で実行される場合に、本明細書に記載される１つの実施形態に係る
方法及び／又はその一部を実行するために、記憶媒体上に保存され得る又は保存される。
【０１２７】
　本発明の知見をまとめると、以下の実施形態が特に言及される：
【０１２８】
　態様１：体液中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定する方法であって、該方法は：
　ａ）試験担体に体液のサンプルを適用すること、
　ｂ）少なくとも１つの光源を使用して、該試験担体を照射すること、
　ｃ）少なくとも１つの検出器を使用して、該試験担体によって送信された光を受光する
こと、
　ｄ）該検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルを評価することによ
り該分析物の該濃度を決定すること、を含み、
　ここで、該少なくとも１つの光源が、少なくとも２つの復調された検出器シグナルを使
用することによって変調されるものであり、ここで、該検出器シグナルが、少なくとも２
つの復調された検出器シグナルを生成するために、該少なくとも２つの変調周波数で復調
されるものであり、各復調された検出器シグナルが該変調周波数の１つに相当し、
　ここで、該方法が、該少なくとも２つの復調された検出器シグナルの比較に基づく障害
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検出を含んでいる。
【０１２９】
　態様２：前記実施形態に記載の方法であり、ここで、該障害検出が、持続的に又は繰り
返し実行されるオンライン障害検出である。
【０１３０】
　態様３：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該少なくとも１つの光
源が、少なくとも３つの変調周波数を用いて変調される。
【０１３１】
　態様４：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該少なくとも２つの復
調された検出器シグナルの該比較が、以下：該復調された検出器シグナルの少なくとの１
つと、該復調された検出器シグナルの少なくとも別の１つとの比較；該復調された検出器
シグナルの少なくとも１つと、該復調された検出器シグナルの少なくとも１つの平均値と
の比較；該復調された検出器シグナルの少なくとも１つと、少なくとも１つの閾値との比
較、からなる群から選択された少なくとも１つのアルゴリズムを含む。
【０１３２】
　態様５：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該少なくとも２つの復
調された検出器シグナルの該比較が、少なくとも第１の該復調された検出器シグナルの１
つと、少なくとも第２の該復調された検出器シグナルの１つとを比較すること、及び、該
第１の復調された検出器シグナルが、該第２の復調された検出器シグナルから、所定の許
容範囲以上、好ましくは、０～２％の許容範囲、より好ましくは、０～１％の許容範囲外
れる場合に、該第１の復調された検出器シグナルは障害があると判定すること、を含む。
【０１３３】
　態様６：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該障害検出が、障害が
ある復調された検出器シグナルを検出することを含む。
【０１３４】
　態様７：前記実施形態に記載の方法であり、ここで、該障害検出がさらに、該障害があ
る復調された検出器シグナルを拒絶すること、及び、該体液中の該少なくとも１つの分析
物の該濃度を決定するために、障害がない復調された検出器シグナルのみを使用すること
、を含む。
【０１３５】
　態様８：前記実施形態に記載の方法であり、ここで、該復調された検出器シグナルのそ
れぞれが、測定値の配列であり、ここで、該障害がある復調された検出器シグナルを拒絶
することは、以下：障害があると判定される現在の測定値を拒絶すること；少なくとも１
つの測定値に障害があるものと判定される場合に測定値の該全体配列を拒絶すること、か
らなる群から選択される拒絶アルゴリズムを含む。
【０１３６】
　態様９：前記３つの実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該方法が、全て
の該復調された検出器シグナルが障害であると判定される場合に中止される。
【０１３７】
　態様１０：前記４つの実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該障害検出が
、障害と判定された復調された該復調された検出器シグナルに対して、障害の程度を決定
することを含む。
【０１３８】
　実施態様１１：前記実施形態に記載の方法であり、ここで、少なくとも１つの障害のあ
る復調された検出器シグナルが、該分析物の該濃度を決定するために使用されるものであ
り、ここで、該障害の程度が考慮される。
【０１３９】
　実施態様１２：前記６つの実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該方法が
、繰り返し実行されるものであり、ここで、該方法の該反復の１つにおいて、障害のある
復調された検出器シグナルが特定の変調周波数に対して見出された場合、前記変調周波数
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は、該方法の後続の反復で使用されない。
【０１４０】
　実施態様１３：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該少なくとも１
つの光源が、少なくとも２つの変調周波数で変調される少なくとも１つの第１の光源と、
第１の光源が変調される少なくとも２つの変調周波数とは異なる少なくとも２つの変調周
波数で変調される少なくとも１つの第２の光源とを含む。
【０１４１】
　実施態様１４：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、少なくとも２つ
の復調された検出器シグナルが、該第１の光源が変調される該変調周波数に対して生成さ
れ、ここで、少なくとも２つの復調された検出器シグナルが、該第２の光源が変調される
変調周波数に対して生成される変調周波数に対して生成される。
【０１４２】
　態様１５：前記実施形態に記載の方法であり、ここで、該障害検出が、該第１の光源が
変調される該変調周波数用の該復調された検出器シグナル、及び、該第２の光源が変調さ
れる該変調周波数用の該復調された検出器シグナルの両者に対して実施される。
【０１４３】
　態様１６：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該復調された検出器
シグナルの各々は、単一の測定値の配列を含み、ここで、該障害検出は、該単一の測定値
の比較に基づく。
【０１４４】
　態様１７：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該障害検出が、該体
液の該サンプルを該試験担体へ適用する前に、少なくとも１度実行される。
【０１４５】
　態様１８：前記実施形態に記載の方法であり、ここで、該方法がさらに、該試験担体へ
該体液の該サンプルを適用する前に、該検出器によって生成される該少なくとも１つの検
出器シグナルを評価することにより、少なくとも１つのドライエンプティ－値を決定する
ことを含む。
【０１４６】
　態様１９：前記実施形態に記載の方法であり、ここで、該障害検出が、該ドライエンプ
ティ－値を決定する間に少なくとも一回実行される。
【０１４７】
　態様２０：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該方法は、さらに、
少なくとも１つの位置検証工程を含み、ここで、該位置検証工程は、以下の方法工程を含
む：
　ｉ）　分析装置に該試験担体を挿入すること、
　ｉｉ）　該少なくとも１つの光源によって該試験担体を照射すること、
　ｉｉｉ）　該少なくとも１つの検出器を使用して、該試験担体によって送信される光を
受光すること、
　ｉｖ）該検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルを評価することに
より、該分析装置内の該試験担体の少なくとも１つの位置を決定することであり、ここで
、該位置は、該試験担体の位置及び／又は向きの少なくとも１つを含む。
【０１４８】
　態様２１：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該方法はさらに、少
なくとも１つの周囲光の障害検出工程を含み、ここで、該周辺光の障害検出工程は、以下
の方法工程を含む：
　Ｉ．　該少なくとも１つの検出器を使用することにより、該試験担体から送信された光
を受光すること、
　ＩＩ．　該検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルを評価すること
、
　ＩＩＩ．　該変調周波数を有する該検出器によって生成された該少なくとも１つの検出
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器シグナルを比較することにより、周囲光の障害検出を実行すること。
【０１４９】
　態様２２：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該方法はさらに、少
なくとも１つの周辺光の障害検出工程を含み、ここで、該周囲光の障害検出工程は、以下
の方法工程を含む：
　Ｉ．　該分析装置に該試験担体を挿入すること、
　ＩＩ．　該少なくとも１つの光源によって該試験担体を照射すること、
　ＩＩＩ．　該少なくとも１つの検出器を使用して、周囲光を受光すること、
　ＩＶ．　該検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シグナルを評価すること
、
　Ｖ．　該変調周波数を有する検出器によって生成された該少なくとも１つの検出器シグ
ナルを比較することにより、周囲光の障害検出を実行すること。
【０１５０】
　態様２３：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該復調は、独立して
、該検出器シグナルと該変調周波数とを乗算すること、及び、ローパスフィルタを使用し
て、該結果をフィルタリングすること、を含む。
【０１５１】
　態様２４：前記実施形態に記載の方法であり、ここで、該検出器シグナルと該変調周波
数とを乗算する前に、該復調は、変調周波数で検出器シグナルを乗算する前に、少なくと
も１つのバンドパスフィルタを使用して、該検出器シグナルをフィルタリングすることを
含む。
【０１５２】
　態様２５：前記実施形態に記載の方法であり、ここで、バンドパスフィルタが調整可能
である。
【０１５３】
　態様２６：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該試験担体は、試験
ストリップ、試験テープ、試験ディスク及び、少なくとも１つの試験化学物質と少なくと
も１つのランセット要素とを有する統合された試験担体、からなる群から選択される。
【０１５４】
　態様２７：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該試験担体が、少な
くとも１つの基材と、該基材に適応された少なくとも１つの試験化合物とを含み、ここで
、該試験化合物が、検出される該分析物の存在下で、少なくとも１つの検出反応を実施し
、該検出反応により少なくとも１つの光学的に検出可能な性質を変化するように適合され
ている。
【０１５５】
　態様２８：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、工程ｄ）が、データ
を処理する装置及び／又はコンピュータを用いて実行される。
【０１５６】
　態様２９：前記実施形態のいずれかに記載の方法であり、ここで、該障害検出が、デー
タを処理する装置及び／又はコンピュータを用いて実行される。
【０１５７】
　態様３０：前記実施形態の１つに記載の方法であり、ここで、該方法は、さらに、例え
ば、方法工程ａ）を実行する前に、少なくとも１つの以下の方法工程含む：
　ｉ．　分析装置に該試験担体を挿入すること、
　ｉｉ．　該障害検出を開始すること、
　ｉｉｉ．　ドライエンプティ－値を取得すること。
【０１５８】
　態様３１：体液中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定するための分析装置であり、
該分析装置は、少なくとも１つの試験担体を受容するための少なくとも１つの容器を含み
、ここで、該体液の少なくとも１つのサンプルが、該試験担体に適用可能であり、該分析
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装置がさらに、該試験担体を照射するための少なくとも１つの光源を含み、該分析装置が
さらに、該試験担体により返送された光を受光することに適合した少なくとも１つの検出
器を含み、該分析装置がさらに、該検出器によって生成された少なくとも１つの検出器シ
グナルを評価することによって該分析物の該濃度を決定することに適合した少なくとも１
つの評価ユニットを含み、該分析装置はさらに、少なくとも２つの変調週は亜数を使用し
て該光源を変調することに適合した少なくとも１つの変調装置を含み、該分析装置がさら
に、少なくとも２つの変調された検出器シグナルを生成するための該少なくとも２つの変
調周波数を有する検出器シグナルを復調することに適合した少なくとも１つの復調装置を
含み、各復調された検出器シグナルが、該変調周波数の１つに相当し、該分析装置がさら
に、該少なくとも２つの復調された検出器シグナルの比較に基づく、障害検出を実行する
ことに適合した少なくとも１つの障害検出装置を含む、分析装置。
【０１５９】
　態様３２：前記実施形態に記載の分析装置であり、ここで、分析装置は、前記方法の実
施形態のいずれかに記載の方法を実行するように適合されている。
【０１６０】
　態様３３：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、
評価ユニットが、データを処理する装置及び／又はコンピュータを含む。
【０１６１】
　態様３４：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、
該障害検出装置が、データを処理する装置及び／又はコンピュータを含む。
【０１６２】
　態様３５：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、
該変調装置が、少なくとも１つのシグナル源を含む。
【０１６３】
　態様３６：前記実施形態に記載の分析装置であり、ここで、該シグナル源が、該少なく
とも２つの変調周波数を有する制御シグナルを生成するように適合されている。
【０１６４】
　態様３７：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、
該障害検出装置が、持続的に又は繰り返し実行されるオンライン障害検出として該障害検
出を実行するように適合されている。
【０１６５】
　態様３８：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、
該変調装置が、少なくとも３つの変調周波数を使用して、該光源を変調するように適合さ
れている。
【０１６６】
　態様３９：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、
該障害検出装置は、該少なくとも２つの復調された検出器シグナルの該比較が、以下：該
復調された検出器シグナルの少なくとの１つと、該復調された検出器シグナルの少なくと
も別の１つとの比較；該復調された検出器シグナルの少なくとも１つと、該復調された検
出器シグナルの少なくとも１つの平均値との比較；該復調された検出器シグナルの少なく
とも１つと、少なくとも１つの閾値との比較、からなる群から選択された少なくとも１つ
のアルゴリズムを含むように適合されている。
【０１６７】
　態様４０：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、
該障害検出装置は、該少なくとも２つの復調された検出器シグナルの該比較が、少なくと
も第１の該復調された検出器シグナルの１つと、少なくとも第２の該復調された検出器シ
グナルの１つとを比較すること、及び、該第１の復調された検出器シグナルが、該第２の
復調された検出器シグナルから、所定の許容範囲以上、好ましくは、０～２％の許容範囲
、より好ましくは、０～１％の許容範囲逸脱する場合に、該第１の復調された検出器シグ
ナルは障害があると判定すること、を含むように適合されている。
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【０１６８】
　態様４１：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、
該障害検出装置は、該障害検出が、障害がある復調された検出器シグナルを検出すること
を含むように適合されている。
【０１６９】
　態様４２：前記実施形態に記載の分析装置であり、ここで、該障害検出装置は、該障害
検出がさらに、該障害がある復調された検出器シグナルを拒絶すること、及び、該体液中
の害少なくとも１つの分析物の該濃度を決定するために障害がない復調された検出器シグ
ナルのみを使用することを含むように適合されている。
【０１７０】
　態様４３：前記実施形態に記載の分析装置であり、ここで、該復調装置は、該復調され
た検出器シグナルそれぞれが、測定値の配列であるように適合されており、ここで、該障
害がある復調された検出器シグナルを拒絶することが、以下：障害があると判定される現
在の測定値を拒絶すること；少なくとも１つの測定値に障害があるものと判定される場合
に、測定値の該全体配列を拒絶すること、からなる群から選択される拒絶アルゴリズムを
含んでいる。
【０１７１】
　態様４４：前記３つの実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、分析装置
は、該分析物の該濃度の決定が、全ての該復調された検出器シグナルが障害であると判定
される場合に中止されるように適合される。
【０１７２】
　態様４５：前記４つの実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、該障害検
出装置は、該障害検出が、障害であると判定された該復調された検出器シグナルに対して
、障害の程度を決定することを含むように適合されている。
【０１７３】
　態様４６：前記実施形態に記載の分析装置であり、ここで、該評価ユニットは、少なく
とも１つの障害がある復調された検出器シグナルが、該分析物の該濃度を決定するために
使用されるように適合されたものであり、ここで、該障害の程度が考慮される。
【０１７４】
　実施態様４７：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここ
で、該少なくとも１つの光源は、少なくとも２つの変調周波数により変調される少なくと
も１つの第１の光源と、該第１の光源が変調される該少なくとも２つの変調周波数とは異
なる少なくとも２つの変調周波数によって変調される少なくとも１つの第２の光源とを含
む。
【０１７５】
　態様４８：前記実施形態に記載の分析装置であり、ここで、該復調装置は、少なくとも
２つの復調された検出器シグナルが、該第１の光源が変調される該変調周波数に対して生
成されるように適合され、ここで、少なくとも２つの復調された検出器シグナルが、該第
２の光源が変調される該変調周波数に対して生成される。
【０１７６】
　態様４９：前記実施形態に記載の分析装置であり、ここで、該障害検出装置は、該障害
検出が、該第１の光源が変調される該変調周波数用の該復調された検出器シグナル、及び
、該第２の光源が変調される該変調周波数用の該復調された検出器シグナルの両者に対し
て実施されるように適合されている。
【０１７７】
　態様５０：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、
該復調装置は、該復調された検出器シグナルの各々が、単一の測定値の配列を含むように
適合されており、ここで、該障害検出装置は、単一の測定値の比較に基づくように適合さ
れている。
【０１７８】
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　態様５１：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、
該障害検出装置は、該障害検出が、該試験担体に該体液の該サンプルを適用する前に、少
なくとも一回実行されるように適合されている。
【０１７９】
　態様５２：前記実施形態に記載の分析装置であり、ここで、該分析装置は、該試験担体
に該体液の該サンプルを適用する前に、該検出器によって生成された該少なくとも１つの
検出器シグナルを評価することによって、少なくとも１つのドライエンプティ－値を決定
するように適合されている。
【０１８０】
　態様５３：前記実施形態に記載の分析装置方法であり、ここで、該障害検出装置は、障
害検出が、ドライエンプティ－値を決定する間に少なくとも一回実行されるように適合さ
れている。
【０１８１】
　態様５４：装置へ参照する前記実施形態のいずれかに記載の分析装置であり、ここで、
該復調装置は、該復調が、独立して、該変調周波数で該検出器シグナルを乗算すること、
及び、ローパスフィルタを用いて該結果をフィルタリングすることを含むように適合され
ている。
【０１８２】
　態様５５：前記実施形態に記載の分析装置であり、ここで、該復調装置は、該変調周波
数で該検出器シグナルを乗算する前に、該復調が、少なくとも１つのバンドパスフィルタ
を使用して、該検出器シグナルをフィルタリングすることを含むように適合されている。
【０１８３】
　態様５６：前記実施形態に記載の分析装置であり、ここで、該バンドパスフィルタは調
整可能である。
【０１８４】
　態様５７：体液中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定するための分析システムであ
り、該分析システムが、前記装置の実施形態のいずれかに記載の該分析装置を含み、該分
析システムは、さらに、少なくとも１つの試験担体を含んでいる。
【０１８５】
　態様５８：前記実施形態に記載の分析システムであり、ここで、該試験担体は、試験ス
トリップ、試験テープ、試験ディスク、及び、少なくとも１つの試験化学物質と少なくと
も１つのランセット要素とを有する統合された試験担体、からなる群から選択される。
【０１８６】
　態様５９：前記２つの実施形態のいずれかに記載の分析システムであり、ここで、該試
験担体は、少なくとも１つの基材と、該基材に適応された少なくとも１つの試験化合物と
を含み、ここで、該試験化合物が、検出される該分析物の存在下で、少なくとも１つの検
出反応を実施し、該検出反応により少なくとも１つの光学的に検出可能な性質を変化する
ように適合されている。
【０１８７】
　本発明の更なる任意の特徴及び実施形態は、本発明の特定の実施形態の以下の説明にお
いてより詳細に、好ましくは、従属請求項に関連して開示される。その中に、それぞれの
任意の特徴は、当業者が理解するように、独立した様式で、並びに、任意の実行可能な組
み合わせで実現されてもよい。本発明の範囲は、特定の実施形態によって限定されるもの
ではない。実施形態を模式的に図に示す。この中で、図中の同一の参照番号は、同一又は
機能的同等の要素を意味する。
【０１８８】
図中：
【図面の簡単な説明】
【０１８９】
【図１】図１は、提案された分析装置及び試験担体の例示的な実施形態を含む、提案され
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た分析システムの例示的な実施形態の概略図を示す。
【図２】図２は、検出器のシグナルの例示的な実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０１９０】
実施するための最良の形態
　図１において、体液１１２中の少なくとも１つの分析物の濃度を決定するための分析シ
ステム１１０の概略図が示されている。分析システム１１０は、分析装置１１４を含む。
さらに、分析システム１１０は、試験担体１１６を含み、本実施形態では、試験ストリッ
プとして具体化してもよい。試験担体１１６は、少なくとも１つの基材１１８と、該基材
１１８へ適合及び／又は統合可能な少なくとも１つの試験化学物質１２０とを含んでもよ
い。試験化学物質１２０は、検出反応により、少なくとも１つの光学的に検出可能な性質
を変化させるように適合される。分析装置１１４は、試験担体１１６を挿入することが可
能な容器１２２を含む。
【０１９１】
　分析装置１１４は、少なくとも１つ、好ましくは２以上の変調装置１２４を含んでもよ
い。各変調装置１２４は、少なくとも１つのシグナル源１２５を含んでも良い。各シグナ
ル源１２５は、異なる変調周波数を有する、例えば、３以上の異なる変調周波数を有する
、制御シグナルの異なるセット、例えば、３以上の制御シグナルを生成してもよい。
【０１９２】
　図１に示す実施形態では、第１の変調装置１２４の３つの制御シグナルの３つの変調周
波数は、ｆ1a、ｆ1b及びｆ1cで示されており、一方で、第２の変調装置１２４の３つの制
御シグナルの３つの変調周波数は、ｆ2a、ｆ2b及びｆ2cで示される。
【０１９３】
　さらに参照に対し、周波数の第１のセットに関する装置及び工程は、第１のチャネルと
呼ばれてもよく、一方で、周波数の第２のセットに関する装置及び工程は、第２のチャネ
ルと呼ばれてもよい。分析装置は、さらに、２以上のミキサユニット１２６を含んでもよ
い。ミキサユニット１２６の潜在的な詳細については、欧州特許第１９１２０５８号明細
書が参照になり得る。第１のチャネルによって生成される制御シグナルは、ミキサユニッ
ト１２６ａに転送することができ、第２のチャネルの制御シグナルは、他のミキサユニッ
ト１２６ｂに転送することができる。チャネルの両方において、制御シグナルは、ミキサ
ユニット１２６中で、３つの制御シグナルを混合することによって生成されてもよい。
【０１９４】
　分析装置１１４は、少なくとも１つの光源１２７を含む。光源１２７は、図１に示すよ
うに、第１の光源１２８及び第２の光源１３０を含む。第１の光源１２８は、第１チャン
ネルの制御シグナルによって制御されてもよく、一方で、第２の光源１３０は第２のチャ
ネルの制御シグナルによって制御されてもよい。試験担体１１６は、第１の光源１２８及
び第２の光源１３０からの光によって照射される。試験担体１１６は、検出器１３２によ
って検出される光を送信する。検出器１３２は、光シグナルを、以下で検出器シグナルと
呼ばれ、図１の参照番号１３３によって記号で参照される電気シグナルへと変換してもよ
い。検出器１３３は、本実施形態において、６つの変調周波数で変調される。
【０１９５】
　分析装置１１４は、さらに、少なくとも１つの復調装置１３４を含む。復調装置１３４
は、検出器１３２のシグナルを復調するために適合されている。図１に示される、復調装
置１３４は、２つのチャネルの各々について、３つの乗算装置１３６及び３つのローパス
フィルタ１３８を含んでもよい。乗算装置１３６のそれぞれにおいて、検出器シグナルは
、変調周波数の１つと乗算され、又は、混合されてもよく、ここで、各変調周波数は、１
回のみ使用される。各ローパスフィルタ１３８において、前の乗算結果がフィルタリング
されてもよい。従って、各ローパスフィルタ１３８の出力ポートにおいて、復調された検
出器シグナルが提供されてもよく、それは、図１において記号的に、参照番号１３９で示
される。代替となる用語において、復調された検出器シグナル１３９を提供するそれぞれ
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の出力は、復調装置１３４のチャネルを形成してもよい。
【０１９６】
　図１に示すように、ローパスフィルタ１３８の１つと組み合わせた乗算装置１３６の１
つが、ロックイン増幅器１４０として実現可能である。復調装置１３４は、さらに、ロッ
クイン増幅器１４０へ検出器シグナルを通過させる前に、検出器シグナルをフィルタする
ように構成されたバンドパスフィルタ１４２を含んでもよい。
【０１９７】
　分析装置１１４は、さらに、例えば、２つのチャネルのそれぞれのために、障害検出装
置１４４を含み、それは、障害検出を行うよう構成されている。障害検出装置１４４は、
図１において、記号で、参照番号１４６で示される比較の手順を実行するように適合され
てもよい。比較手順１４６の間、Ｖａｌ（ｆ1a、b、c）及びＶａｌ（ｆ2a、b、c）として
示される、復調された検出器シグナル１３９は、比較されてもよい。例えば、第１のチャ
ネルにおいて、Ｖａｌ（ｆ1a）、Ｖａｌ（ｆ1b）及びＶａｌ（ｆ1c）が、他の復調された
検出器シグナルと、特定の閾値以上異なる場合、それぞれの影響を受けやすい周波数の復
調された検出器シグナルは、さらなる評価から除外されてもよい。２つの復調された検出
器シグナルが少なくとも所定の又は調整可能な許容範囲内と等しい限り、平均値は、さら
なる評価のために、これらの復調された検出器シグナルより算出されてもよい。全ての復
調された検出器シグナルが、所定の又は調整可能な閾値以上に互いに異なる場合、エラー
値が発行されてもよく、及び／又は、光度の測定が、周波数の新しいセットを使用して再
開されてもよい。比較工程１４６は、データを処理する装置及び／又はコンピュータを用
いて実行してもよい。
【０１９８】
　障害検出は、オンライン障害検出として実施されてもよい。従って、障害検出が、測光
時に繰り返し又は持続的に実行されてもよい。さらに、障害検出は、試験担体１１６に体
液１１２のサンプルを適用する前に、例えば、ドライエンプティ－値の決定する間、実施
されてもよい。
【０１９９】
　また、図１の分析装置１１４は、２つのチャネルのそれぞれの障害検出装置１４４の入
力を評価することによって、分析物の濃度を決定するように構成された評価ユニット１４
８を含む。評価ユニット１４８において、２つのチャネルで決定された分析物の濃度は比
較されてもよく、判定された値が所定の閾値よりも互いに異なる場合、エラー値が発行さ
れ得る。評価ユニット１４８の詳細については、上記で与えられた開示及び／又は上記で
引用された先行技術文献が参照とされる。
【０２００】
　図２において、検出器１３２のシグナル１３３の例示的な実施形態が示されている。減
衰（ａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎ）ａ［ｄＢ］上の周波数ｆ［Ｈｚ］の依存関係（ｄｅｐｅｎ
ｄｅｎｃｙ）が示されている。シグナル１３３は、６つの変調周波数１５０～１６０を含
んでもよい。シグナル１３３は、復調装置１３６によって復調される前、及び、評価ユニ
ット１４８による測定結果を決定する前に、検出器１３２によって決定されてもよい。シ
グナル１３３は障害を含まなくても良い。使用される６つの変調周波数１５０～１６０は
、同等の強度を有してもよい。また、シグナル１３３の、シグナル対ノイズ比、ＳＮＲが
公知である。ＳＮＲは、検出器１３２のノイズから各変調周波数１５０～１６０を区別す
るために十分大きくてもよい。
【０２０１】
参照番号のリスト
【符号の説明】
【０２０２】
　１１０　　分析システム
　１１２　　体液
　１１４　　分析装置
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　１１６　　試験担体
　１１８　　基材
　１２０　　試験化学物質
　１２２　　容器
　１２４　　変調装置
　１２５　　シグナル源
　１２６　　ミキサユニット
　１２７　　光源
　１２８　　第１の光源
　１３０　　第２の光源
　１３２　　検出器
　１３３　　検出器シグナル
　１３４　　復調装置
　１３６　　乗算器
　１３８　　ローパスフィルタ
　１３９　　復調された検出器シグナル
　１４０　　ロックイン増幅器
　１４２　　バンドパスフィルタ
　１４４　　障害検出装置
　１４６　　比較手順
　１４８　　評価ユニット
　１５０　　変調周波数
　１５２　　変調周波数
　１５４　　変調周波数
　１５６　　変調周波数
　１５８　　変調周波数
　１６０　　変調周波数
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